
中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会座席表  

日時：平成21年12月11日（金）11：00～13：00（目途）  
会場：全国都市会館 第2会議室（3F）  

中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会（第155回）  

議事次第  

平成21年12月11日（金）  

於 全国都市会館  

議 題  

○ 手術等について  

O D PCについて  

○ がん対策等について  

○ その他   



12月11日中医協基本問題小委員会  

〈外科ヒアリング〉  
胃癌手術成績の国際比較  

■手術死亡率％  圃5年生存率％  

①外科医療の現状と医療技術の適正評価   

の必要性  
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②その他  

山口 俊晴 癌研有明病院副院長  

（外科系学会社会保険委員会連合会長）  

岩中督   東京大学大学院医学系研究科小児外科教授  

（外科系学会社会保険委員会連合会長補佐、手術委員長）  
1  

オランダ   英国  日本  

大腸癌手術成績の日米比較  

（5年生存率％）  
外科医療の現状  

・わが国の外科手術の技術レベル（国際比較）  

・減少する外科医数  

・通力ロする負担（労働時間、当直、手術数など）  
・適切な医療評価が外科医の減少を防ぐ  

・外保連試案の問題点と今後の展望  
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■日本（大腸癌研究会）▲米国（NCDB）   
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「肝門部胆管癌の手術成績」  
北大腫癌外科 近藤 哲（外保連ニュース10号2008年11月より抜粋）  外科医療の崩壊  

・外科志望者の減少   

・救急医療の崩壊   

・病院医療の崩壊   

・医療の質の低下？  
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診擾料別医師数の推移  

「わが国における腹部大動脈癌の手術成績」  
日本血管外科学会 東京医科大学外科学第2講座 小植由樹生  

（外保連ニュース11号2009年3月より）  

医師の総数闇増加しているものの、医師が減少傾向にある砂糖料もある。  

診撥料別医師数の推移く平成6年～18年）  

医
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数
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蓑1．待機手術成持  
手術  

観察期間  症例数  年齢   死亡率  

単施設   
（％）  

Zarins；lndHarris   1987－1992  2ノ162   2．1  

NロmanSR．etal．   71±7．2        1989－1998  1．135   1．2   

争施設   
日〃洞t南＝英国：41施設）   1999－2003   516  74±6  4．7  

DREAMtr；al（オランダ、ベルギー：2日施設）  2000－2003   174  70±6．8  

CIHI（カナダ）   1992－2001  13′701  4．5   

NHDS（米国）   1994－1996  16－450  4．2   

Medic∂陀PロPリーatiロn（米国）   76   4／B   

JSVS（日本）   2006   5．383  0．98  

（産婦人料）   

（外科）  

平成8年  8年   10年  12年  14年  18年   

出典「医師・歯科医師・薬剤師調査」  

18年  

※平成柑年より研修医の分類が創設され、  
従来の独立した診療科から移行した医師も  
いるため、それ以前との単純な比較はでき  
ない。  



当直明けの手術参加  
外科志望者減少の理由  

日本外科学会 アンケート調査 より  
■いつ毛ある  
■しばしばある  
日まれにある  
日当直明けは参加しない  
■当直あるいは手術なし  

不明，1  

① 労働時間が長い  

② 時間外勤務が多い  

③ 医療事故のリスクが高い  

④ 訴訟のリスクが高い  

⑤ 賃金が少ない  

（72％）  

（72％）  

（68％）  

（67％）  

（67％）  
る，28  

○％ 20％ 40％ 60％ 80％100％  

（日本外科学会 アンケート調査11より）  

暮書と■義■■  
外科医の週平均勤務時間は59．5時間、診療所勤続者が47．7時間、病院勤務者が68．8  

時間  

各施設別の蜘  

0％  2q髄 40％ ∝l％ 80％ 1ぴ）％   

全国の手術施設数と手術件数  

大学病院（n三36劫  

国公立病院（n王280）   

公的病院（nミ145）   

私立病院†nミ313）  

診療所tn＝84）  

その他fn写74）  

□40時間未満  

ロ40～60時間  

□60～80時間  

魔80～100時間  

■100時闇以上  

■手術件数  

◆施設数   

平成11年 平成14年  平成17年  

（厚生労働省 医療施設（静態・動態）調査・病院報告の概況 よ晩）  
（日本外科学会 アンケート調査12より）   



医療訴訟  

診療科別新受件数（医師千人あたり）  

自己努力で改善できること  

1．社会的評価（患者の評価）  改善可能   

一 親切できめ細かい対応、技術力の向上  
件数メ′1000   

医師数  
（平成17年度：1032件）  

2．家族の評価  改善可能   

一 家族との会話、主治医制からチーム医療へ  

3．診療におけるジレンマ  改善不能   

一 時間外勤務は減らし、手術は迅速に、手術には  
便利でも保険で償還されない材料は使用禁止  

15  

産婦人科外科 整形外科内科 麻酔科 その他  

く最高裁判所資料より）13  

外科医のジレンマを解決する方法  外科医が現場から居なくなる理由  

激務、低収入、訴訟？  

1．社会的な評価の低下  

2．家族の評価の低下  

3．診療におけるジレンマ  

16   
14  



7版の技術評価区分  外科系学会社会保険委員会連合  

（1967年結成）  
7版分類  7版経験年数  対応する身分   

A   1   初期臨床研修医   

B   5   初期臨床研修修了者   

C   10   基本領域の専門医   

D   15   Subspecialty領域の専門医も  

しくは基本領域の専門医更  

新者や指導医取得者   

E   15   特殊技術を有する専門医  

19   

目的：手術料を、学術的根拠に基づいた⊥貫  

性のある算定方式により評価する  

加盟学会数 87学会   

日本外科学会、日本眼科学会、日本泌尿器科学会   

日本耳鼻咽喉科学会、日本口腔科学会、日本麻酔科学会   

日本産科婦人科学会、日本整形外科学会 ほか  

■ －   

ん1  

17  

手術料算定のための3要素  医療技術再  価の提案（外保連試案）  

保険記号   術式・技術名   現行点数   外保連試案点数   

K62g  食道悪性腫瘍手術  

1頸部，胸乱腹部の鱒附こよるもの   88．200点   175，230点  

2胸部，腹部の操作によるもの   77．600点   150．420点  

8腹部の操作によるもの   61，200点   107．450点   

K680  大動脈膚切除術（上行大動脈，弓部大   52．000点   176．170点  

動脈．下行大動脈．腹部大動脈専）   －148．000点  その外特殊縫合糸の別途請求  
に係る経費の加井8．000点   

K697－  63，700点   286，340点   
5   

・技術度区分：どれくらい難しいか  

・直接協力者数：どの様な資格の人が   

何人必要か  

・所要時間：何時聞くらいでできるか  

20   18  

ニ  



外保連試案（7版）と診療報酬の相関  手術試案の意義  
1600000  

日00000  
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1000000  

診療軋酬（00000  
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400000  

200000  

0  

・診療報酬を、はじめて学問的・合理的に決   
めようとした画期的試みだった  

・多数の学会のコンセンサスを得た評価で   

ある  
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21  之3  

外保連試案と診療報酬の比  手術試案の課題  

・．より正確な時間、人件費の算定   
一定期的実態調査  

・より適切な技術度評価   

一診療科間のバランス   

ー専門医制度との整合性  

・技術と物との分離評価  

・技術度、時間、人数、以外の評価   

㌔ 

意竃 
2Z   之4  



外保連試案とRBRVS（ResourteBasedRelative  
Va山eScale）の構成要素  

外保連試案の精微化  

コンセンサスからEvidenceBasedDataへ  

・外保連試案   

一枝術度   

一協力者数   

一所要時間  

・目 的：手術術式ごとの人数、時間を調査し、   

外保連試案を精微化  

・調査期間：平成16年11月1日～平成17年1   

月31日  

・回答施設数：723施設（回答率20％） 

－（日本外科学会関連603施設、その他の学   
会関連120施設）   

一集積データ数：22万件  

25  

● RBRVS   

一医師の仕事量（work－rVu）   

－診療費用（practiceexpense－rVu）   

一医療過誤保険（maJpractice－rVul  

之7  

精微化調査の結果と対応  
試案と診療報酬の相関（消化愚）   
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・・基本的に調査結果にしたがって試案を改定  

・調査内容の不十分な例については、再調査   
し次回の改定で対応する  

0  500000  1000000  1500（）00  2000000   

試案（円）  

26  
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米国との比較から  
診療報酬とRBRVS価格（消化器）   

・RBRVSによる手術料は外保連試案と比較的   

高い相関を示した  
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・外保連試案は少なくとも相対的評価指標とし  
ては国際的にも妥当なものと考えられる  

・今後は技術料と材料費を明確に分離評価す   
る必要がある  

0  100DO    20000    30000    40000    50000    60000    7DOOO    8000（）  

診療報酬（点）  

29  

肝胆膵手術における特殊縫合糸軽費の手術  

料に占める割合（％）  
（園土ら、日本臨床外科学会雑誌、68より）   

外保連試案とRBRVS価格の相関（消化器）  
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膵頭十二指腸切除  

生体部分肝移櫨   

移植用部分肝切除  

拡大葉切除＋血行再建  

拡大葉切除  

肝葉切除  

肝区域切除  

肝部分切除  
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さ考資料1：第7版で再調査になった学会独白で行う実態調査結集  
外昆軌ル・試稟と実態靖査の事離が5肪以上の縮まは5肪補正（賦集と讃壬結果の平均ヰを元に外保遵が定める補正せを使う。）  

試案  調査結果   結論   
某7版  術式名   調査 他動  言・「i＝  時間（H）  時間（分）  時間（H） （由史僧）  時間（分） r中央描）  時間（H）   

7＄5  眼内レンズ挿入術1．毛様溝緩着術   E  2  120    56  1．5   

786  眼内レンズ挿入術2．水晶体摘出を含まず   82  E  60    15  0．75   

了8丁  眼内レンズ挿入術3．水晶体摘出を含む   4．4丁8  E  2  120    19   

788  眼内レンズ挿入術4．角膜手術を伴うもの   15  E  3  180    100  変更なし   
789  眼内レンズ挿入術5．緑内障手術を伴うもの   193  E  2  120    59  1．5   

790  場内レンズ挿入術6．硝子体手術を伴うもの   1．221  E  5  300  77   3   

498  脳膿瘍排膿術（CTがイド定位脳手術法によるものを含む）   31  D  2  120  3  1BO  2．5   

504  機能定位脳手術（慢性植込電極設置術、破壊術）1．片側手術  31  ［  5  300  6  380  変更なし   

505  機能雇位脳手術（慢性植込電種設置術、破壊術）2．両側手術  73  E  8  480  8，5  510  変更なし   

506  定位的脳内血腫除去稀   35  D  4  240  4．2  252  変更なし   

524  頭蓋内血腫除去術1．硬膜外のもの   39  D  4  240  3．9  234  変更なし   

525  頭蓋内血腫除去術2．硬膜下のもの   38  D  4  240  4  240  変更なし   
550  神綬内視鏡lこよる水頭症に対する脳室穿破備   30  E  3  180  4．2  252  変更なし   

552  水頭症手術2．脳室心耳シャント手術   22  D  2．5  158  4．1  246  3．5   

554  水頭症手術4．脳室腹腔シャント手術   36  D  2．5  150  4  240  3．5   

556  水頭痘手術6．脈絡慕摘出術（脳室鏡による手術を含む）   20  E  3  180  4  240  変更なし   
566  脳動脈癌頸部クリッピング2．脳底動脈のもの   20  E  10  600  9．3  558  変更なし   

574  脳動脈癌頸部クリッピング2，2ケ所以上（関頭の部位凱こかかわら  
ず、クリッビングの箇所数に応じて鑑定）   

407  脊椎稚体郭兼術1．頚椎   69  D  l  240    220．9  変更なし   

408  脊椎機体郭清術2．胸椎   77  E  6  360    303＿8  変更なし   

409  脊椎稚休部清術3．腰櫨   134  E  5  300    286．7  変更なし   

411  仙稚、仙膝関節郭清術1．前方より   2  D  3  180    258．5  変更なし   

459  脊椎、骨盤悪性腫瘍手術   129  E  7  420    299．9  変更なし   

1193  甲状腺バセドゥ手術全摘（亜全摘）術1．80g未満   186   D  3  180    76．5  2   

1194  甲状腺パセドゥ手術全輪（亜全摘）術2．80g以上   186  E  4  240    139  変更なし   
1332  胸腔鏡下肺切除術 肺葉切除術   134  E  5  3∝〉    211  変更なし   

1333  胸腔鏡下広範囲肺切除縫縮術   5  E  4  240    158  変更なし   
1334  胸腔鏡下肺切除術捜状部分切除1箇所   287  D  2．5  158    72  2   

1335  胸腔鏡下肺切除術 楔状部分切除2箇所以上   79  D  3  180    101  変更なし   
1336  胸腔鏡下肺切除術 区域切除術   57  E  6  360    178  4．5   

133丁  胸腔餞下肺切除術1葉を超えるもの  －   21  ∈  6  3餌    203  変更なし   
1〇58  肺縫縮術2．肺縫縮術（胸腔鏑による）   440  D  3  180    71   2   

1798  胆嚢悪性腫瘍手術1．胆嚢に限局   173  D  1  240    326．5  変更なし   

1799  胆嚢悪性腫瘍手術 2．肝切除を伴うもの   46  E  6  360    514．3  変更なし   

1800  胆嚢悪性腫瘍手術 3＿膵頭十二指腸切除を伴うもの   13  E  8  ヰ80    599．t  変更なし   

1881  胆嚢悪性腫瘍手術 4．肝切除に3を伴うもの   8  E  10  600    656．6  変更なし   

筈7    正橋   
医科点数表  

第7版  腐  行   
連番  器  為  手術名（術式のコード）   

医療器具・医療機番   区分番号  
度  （人）   （人）   （人）  数   
技 術  t島力 医師  t金力 警護  協力 技師  時 同  手術料  医療材料（ディスポ製嵐特定 保険医療材料を含む（薬剤は  医療材料（保険で償還される                  師   等     （円）  除く））  特定保険医療材料）  

の）   

†324  37  ∝l  内視鏡的光線力学的治療   D  l  l  0  ■  102，268  レーザー導光ファイバー  腰痛親和性光怒受任物質 （フォトプリン．レザフィリ ン）  低出力ダイオードレーザー （門）レーザ．pan8SOnic）  K510－2   
1334  37  33  胸腔鏡下弥切除術、楔状部分切除1箇所   D  2  ロ  0  2  24L140  ポート（6干円）×3、日動縫 含羞×8  胸腔鏡下手術セット700万円  

ポート（6千円）x3．（p本体  

1338  37  33  胸腔鏡下肺切除価、区域切除桁   E  之  2  0  4．5  897．480   ●・・；－＝ 円X5 
，（診3．7万円×2．回収用袋  

胸腔鏡下手術セット了00万円  

×1（l．5万円）  

1358  3了  07  肺縫縮衛 2．肺経緯術（胸腔鏡l二よる）   D  2  2  0  2  24t，川0  （卦本体l．6万円・カートリッジ 2．5万円×3  K513－4   

lABP，人工心 

川46  40  56  心室中隋穿孔手術1．単独   
持繰臆引装置7．0（旧円   E  3  2  2  7  l．54l．470  特殊縫合糸3批本（1不3，∝）0 円），ディスポーザブル胸腔内   人工心肺回路及び人工肺（65万 円）  肝装置 （4．080万円・減価償却7年）， バッチ  
持縫吸引婁暦7．M円   

144了  40  56  心室中隔穿孔手術 乙冠動脈血行再建（1吻合）を伴う  E  3  2  之  8  1，76l，688  特殊縫合糸45本（1本3．000 円）．ディスポーザブル胸腔内   人工心肺回軍及び人工肺（65万 円）  人工心肺装眉（4．【氾0万円・ 価償却7年）  

持続吸引落首■7．∝旧円   
1449  40  53  左童形成術 2．冠動脈血行再建（1吻合）を伴う  E  3  2  2  8  1．7引．680  特殊縫合糸45本（1本3，000 円）．ディスポーザブル胸腔内   人工心肺回路及び人工肺（65万 円）  人工心肝装置（4．000万円・減 価償却7年）  

特殊縫合糸10不（1本3．8（旧  
1453  40  10  肺動脈弁切開術（非直複下、ブロック法）   E  3  2    4  870．2（氾   円）．ディスポーザブル胸腔内  

持横吸引装置了．000円  

1455  40  52  心房中開欠損作成術（経度的心房中隔欠鎖作成術（ラ シュキンド法））  D  2  2  ロ  3  36g．690  心房中l高欠損作成術用カテー  
テル  K573－l   

K566  14S8  40  50  体動脈肺動脈短絡手術（ブラロック手術、ウオータース  亡  3  2  l  3＿5  781．425  特殊経舎弟20本（1本3．【旧0 円）ディスポーザブル胸腔内  ゴアテックス・人工血管（38万         トン手術）        】専】轟吸引霧暦7（氾0円  円）   
】462  40  22  ベースメーカー移植術 2． C      2  2  120，300  

ベースメーカー（1町方円）．  

t経（20万円）×1－2本  
K5g7－2   

1463  40  00  ベースメーカー交換術   C      2    60．150  特殊縫合糸2本（l本3，008円）  ペースメーカー（100万円）  K597－2   

1464  40  80  両心皇ベースメーカー移植術   〔  2    2  2．5  504．750  
ペースメーカー（200万円）t 幡川0万  透視   

円〉  K59且   

円）．ディス 1471  41  34  心旺寝摘出術、心腔内粘液腫摘出術（単独のもの）  E  3  2  l  4．5  978，975  特殊縫合糸川本（1本3．000 ポーザブル胸腔内 持続l吸引髪膚7 
1474  41  33  石室漏斗状部狭窄切除術1．単独のもの   

円）．ィス E  3  2  2  5  1．101．050  特殊縫合糸15本（1本3．000 デポーザブル胸腔内 持緩吸引装置7 
特殊縫合糸15本（1本3，000  

持接収引渡置了．000円   
147白  4t  50  冠動脈形成体（血栓内陳緬除）（2箇所以上のもの）  E  2  2  2  6  1．228．560   円），ディスポーザブル胸腔内   人工心肺回路及び人工肺（防万 円）  人工心肺装置（4．000万円・減 価償却7年）  K55ト2   
147g  4l  50  冠動脈．大動脈バイパス移植術（1吻合のもの）   

円）．ィス E  3  2  2  5  1．101．050  特殊機合糸柑本（l本3．0∝I デポーザブル胸腔内 持続吸引装覆1 
特殊縫合糸川本（】本3．DOO  

持綴l吸引落雷7．（I鵬円   円）   
14a（】  l†  50  冠動脈、大動脈′くイ／くス移植術（2吻合以上のもの）  E  3  2  2  6  1．321．26（】   円）．ディスポーザブル胸腔内   人工心肺回路及び人工肺（65万   人工心肺装置（4．〔旧0万円・減 価償却7年）  K552－2   

148l  40  50  冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しない もの）（1吻合のもの）  E  3  2  2  5  1．101．050  特殊縫合糸川本（一本3．008 円）．ディスポーザブル胸腔内  K55之－2－1  

持上吸引落雷7．000円   30q．∝10円）  



手術コードデータベース入力マニュアル 第2版  

■手術コードデータベースの考え方   

手術コードデータベースは、臨床手術名に対して、その手術が体のどの部位にどのような器具を使ってど  

のような操作を行う一連の操作行為であるかについての情報を付与し、それを簡潔にコード化するために基  

礎データベースとなるものです。このようなデータベースを整備し、簡潔にコード化したコード表を最終的  

に作成することにより、手術統計調査を行う場合などで、従来の保険点数コード表（Kコード）に依存しな  

い手術分類コードでデータ収集を行うことが可能となり、実施された手術の主要な技術的特性をもとにした  

分析を可能になります。   

また今回は少なくとも医療資源の消費の観点から分類されることに主眼をおいていますが、解剖学的な操  

作部位や操作対象組織に関する情報や、必要に応じて皮切開始部位やアプローチ器具などについての情報も  

付与するようになっているため、臨床研究上の術式コーディングにも活用できる程度の細かさを持っており、  

コードの拡張性も備えています。   

さらに、これまで複数の手技を複合的に実施することが前提の”人名のついていた術武名’■や、暗黙的に  

再建や形成を同時実施することが必須の術式であるために術式そのものには再建術が併記されないような術  

武名についても、複合手術と単位手術という概念を導入し、個々の複合手術がどのような単位手術から構成  

されるかについて記述する方針をとっています。これにより、複雑な手術をその構成手術から検索したり、  

複雑程度を比較する分析などができるようになります。   

作成を予定しているデータベースの構成は、別紙「手術コードデータベースの作成案」を参照ください、  

またデータベースから最終的に作成を予定している手術コードの考えかたについては、別紙「手術コード例」  

に概略を記載しているように、現在のところ9桁手術コードと、手術を実際に患者に適用した場合の適用時  

情報5桁コードを組み合わせることを予定しています。  

手術コードデータベース   

入力マニュアル  

第2版  

2009／03／12  

■入力作業の♯羊   

今回の作業は、前述のデータベースを作成するための元子ータを用意されたエクセルファイルに従って作  

成することとなります。  

エクセルファイルにはあらかじめ外保連手術試案第8版の手術が登録すみでiその各行について、用意され  

たデータ項目を埋めていく作業となります。 

外保連手術試案の手術が異なる複数の手術の総称である場合、または複数手技からなる横合手術である場  

合は、試案手術名の直下に分割された手術（個別手術または要素手術）があらかじめ記載されています。こ  

のような場合は各個別手術・要素手術についてもデータ項目の記入作業を行うことになります．  

今回作成していただいたファイルをもとに、コンピュータ処理により前述のデータベースを作成し、最終的  

に手術コード表が作成される予定です。   



4．賦稟術式に対する術式分軌こついて   1．手術コードデータベース入力作業  

複数術式を包含する試案術式については、術式はあらかじめ個別手術または要素手術に分割されコード番  

号が附番されています。   

分割済の個別手術・要素手術についてもコーディング作業をお願いします。  

1．1．手術コードデータベース作業について   

手術コードデータベースでは、複合手術（切除と再建を一度に行う手術など）を単位手術に分割し、個々   

の複合手術がどのような単位手術から構成されるかについて記述する方針をとっています。   

データベース構築の第1段階の作業として、試案術式中の複合手術を個別手術・要素手術に分割する作   

業を実施しました。（個別手術・要素手術については、「4，試案術式に対する術式分割について」参照）   

今回はそれぞれの手術に対して、操作対象部位、基本操作、アプローチ情報、操作補助器械など項目に   

データを入力する作業をお願い致します。  

1．2．入力項目  

1． 個別手術：試案術式が複数術式を包括している場合、各個別術式  

2． 要素手術：試案術式または個別手術が複数の手技から構成される複合術式の場合、各要素術式  

＊ 個別手術番号：試案術式＝0、個別手術には1から始まる連番  

＊ 要素手術番号：複合術式＝0、要素術式には1から始まる連番  

試案連帯 個別手術推考 要素手織番号  

噂l由i轟毒   
1234  1  0  

1234  2  0  

喝垂i苧鱒声華   
1235  0  1  

1235  0  2  

■配オ重砲醸   
1236  1  （〕  

1238  1  1  

こ  1  2  

1236  2  0  

今回の入力項目は以下の表を参照して下さい。  

各項目の入力に当たっては、「2．項目別入力作美の考え方」もご参照下さい。  

入力項目一文  

試案揃式1の個別手稲1  

試案柘式1の個別手術2  

革 

P輔鞄≠輔胤  ■≡ 三   曳覇  β翼／任意   入力方虚   
山  －  －   （手術法東員し番号）  

2  tl別手織号   式真幸術が■別手術に分割されるヰ合、それらに  
付与される1から始まる■書  

3  妻素手術書号   鼓東手術が羊素手附こ分＃される場合、それらに  
付与きれる1から始まる■書  

l  手術コード区分   1：ひとつの「単位的な手術」  
2：鐘馳の「里心的な羊騎】から■成される手折  

5  賦裏手術名   手術名  
コーディング対■とした手術名  

8  コーディング対女手術名   川．と異なる場合に！己畿〕  宅意  フリー入力   
主たる操作対t部位  

主たる漫什対■部位（下位分蕪）   丁   ，＝・＝1＝＝ ÷→  手術の主たる操作対■の鰯剖事的部位（3階層）  少なくとも 大分類まで 必須  邁択入力またはフリー入力   【主たる漫仲対■お位（上位分如）   l   
従たる操作対■細位  

8   主たる装作対象部位（大分簸） 童顔i哀作対象部位（上位分舶  

主たる操作対▲部位（下位分欄）   

9  基本操作   手術の基本操仲   必頚  選択入力またはフリー人力   
10  操作範慮   主たる操作対1部位のうち操作が及ぶ転勤  

（全細またlま一触）   
任意  遭択入力またはフリー入力   

m  アプローチ方法   操作対▲に到逢する方法や線路   任意  選択入力またはフリー人力   

12  アプローチ臨地部位 テラ盲二手開始部位（大分籍） 広空：ゴ甥些鱒些（上位分恥  仕意  選択入力またほフリー入力   

けブローチ閑地部位（上位分轄）   

13  アプローチ補助券機   アブロトーチに必要な持株な補助券繊   任意  遇択入力煮たはフリー入力   
1l  操作対柑・物   対象部位（♯曾）の病ま組織または異物・埋め込み 勤等  任意  邁択入力またはフリー人力   

15  魚桐舶用摘   操作に必壬な持株器機・材銅   任意  農択入力またはフリー入力   
18  コメント（自由記載）  任意   フリー入力  

試案術式3の個別手燭1  

謹 脚暇iぐ  
試案揃式3の個別手締2  

這煎－   ・．一式  1236  2   

1236  2  

【例】No1880膵頭部腫瘍切除術2．リンパ恥神経叢郭清を伴うもの又は十二指腸温存膵頭切除術  

試案達哉＝ 個別手術番号 要素手術番号  

巾l■■■出■   
1880  1  0  

1880  1  1  

膵誠部腫瘍切除硝2－1．リンパ節・神経道郭涌を伴うもの  
胆管頗摘出  

経由・l一二血l  0
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鰍瀕鼠鎚請設窒  

：繭臓，職 

郵撒鞠   

1 
陣頭部オ！痛切除純 2－2．十二指腸温存路頭切除純  

櫛藁監姿護送義認芯誕斑麗澤抱  

誓野鷲軍機  

8   

8  



■目 的  

外保遣手術試案第7版に記載されている手術に用いられる医療  

材料については学会によって記載方法や定義の違いがあり、厚生  

労働省をはじめ、関係団体に提示する資料となっていない。外保遣  

手術試案の改訂版では定義付けを行い、一定のルールに従い、記  

述することを目的とする。  

医療材料入力マニュアル   ■前 提  

①対象：DPC分簸ではなく、手術試案掲載術式について調査する。  

②価格‥時人価格ではなく、定価で調査する。  

③製品ID：特定保険医療材料として償還の有無を調べるため、製  

品旧を記載する。なお、正確を期すため、メディエ等に確認作  

業をしてもらう予定。  

④注意点：・特定の企業に偏らない（企業バランス）。  

・特定の病院形態に偏らない（病院形態バランス）。   

呵  

第1版   

20090302版  



2009．10．20  

【医療材料1（デイスポ＃晶、又は繰り返し使用される基本的医療材料）セット一覧】  

新セット名称（仮）   術武名称   金額   
新セット名称  

外科基太   痔核根治   
（仮）   術式名称   金額  

25．050  小切聞縫合  マイクロ   1．734  
鼠径ヘルニア  気切  
虫垂切除  慮桃切除  
CAPD暫暦  頭重百舌岱1  下甲介   17．983  

緩尿道的切除術  上顎洞且内  
1亭留睾丸  

経皮的腎結石砕石術  
包茎  
シロッカー  

豆憂重自書乃2   鼓室形成   14．0川  

小児聞腫  鼓膜切開  
小児鼠径ヘルニア  頭頚部3  臆面腫瘍   12．641  

月工門側手術  11．822  
小児関胞  頭重亘部4  顎骨資胞等摘出（歯科口腔外科）          豆巨頚部5  ロ膵内膵癌摘出（歯科口膵外科）   12，803  

lVCフィルター挿入  豆貞至亘部8  理伏難抜歯（歯科口I控外科）   14．553  
肝TAE  胸部1   闇脆】肺切   52．612  
肝！勤注ポート留置  

ペースメーカー  胸腔鏡  
ストリッビング  
楯度   

胸苦瓜2   バイパス   57．38ヰ   

休養1  11．117  開腹関心血管  
体表2   皮弁形成   10．706  関心開腹バイパス  
四肢脊椎1   月黍駅前魚   15．之04  中隔閉鎖  
四肢脊一推2   29．668  

四肢脊椎3   17．803  胸部3   心臓外科（小児）   54．244  

創外匡l定  胸部4   乳房温存   40．932   

四陀脊椎ヰ   アキレス腱縫合   27．172  乳房切除  
観堅固  腹1   I捧硯十二指腸切除   45．299  

軟部腫瘍  胆管形成  
低位前方切除  

四肢脊椎5   腰椎後方匡】定   28．g56  前立腺全摘  
椎間板摘出  膀胱全摘  

脊椎脊髄腫瘍  腹部大血管  
肝移植  

四肢脊椎6   3乱丁55  腹2   41．024  

イレウス解除  
臼彗形成            人工股関節  
人工膝闇蘭  肝切  

四肢脊椎7   聖巨稚前方固定   22．706  ∃陪腸切除  
四肢脊椎8   手の外科   14．809  

ガングリオン  人工月工門閉鎖  
陥入爪  
神盲経縫合  I梓橋  

豆百1   クリッピング   了4．147  子宮外妊  
関頭血管  

腹式旦純子書全摘  
卵巣切除  

定位脳  膣式子宮全摘  
豆亘童形成  小児謄膵鏑  

頭2   穿鵠   60．182  新生児開腹  
眼科基本   脹窟骨折   12．084  腹3   腹腔鏡下胃切   57．788  

内陥術  腹腔鏡下胆摘  
内反症  

緑内障  腹腔重奏下卵管切除  
白内障  

12   11  
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匡■材料1（手術用■本キットに含  まれないディスポーザル製品）  ※定価   

名称   メーカー名   型番－ID   

ガウン  
数量  単価  計  平均購入 価格（参考）  

手袋  
q  

0  

0  

0  

0  

計  0  

卓■材料2－■（償遺されてい思製品  ）  ※定価   

名称   メーカー名   型番－ID   
数量  単価  計  平均購入 価格（参考）  

0  

0  

0  

0  

0  

計 o  

司l  

匡■材料2－b（一部他されているが、使用に際して不ホ合がある＃晶）  求定価   

名称   メーカー名   型番－1D   
平均購入  

数量  単価  計■   価格（参考）  
0  

0  

0  

0  

0  

計 0  

医■材料2－○（  慎遭  されていない製品ただし、特殊義台村ま別途下妃に記♯）  求定価   

名  称  メーカー名   型番－】D   
平均購入  

数量  単価  計   価格（参考）  
0  

0  

8  

0  

0  

計 0  

霞■材料2－○（特殊■含糸〉  ※定価  

名称   メーカー名   型番－ID   

0  

0  

0  

0  

計   0  
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徹底した情報開示 

厚師の技術料への－エ夫  

十少砂川劉削粥和陀洞   
山形大学底攣繹附■■院匂工夫と限界－   
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芸唐草蚊への封応  

戸隠す体質一脱却  
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明細書を全患者に無料で畿行  

（ZO09年4月、大学病院で全励初）  

情報開示へ新明柵書   
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山形大匝学部は4日、付属病侃の  
すべての息巻に対して4月カ、ら、退  
廃内容と滑用の詳細1が分かる明細術  
計触掛で発行すると発為した．会意  
者への亨恥料発行は、金迅でも先ぷ阜的  
な風り組みで、大学病院では初めて  
という，  

「‾‾了肩癖脚「   
新たに充行するの（よ、レセプト（診  

辣栂訓明細古）と同じ内写．現在は  
「人院料．】l挽帝」「壬与二牢」といっ  

た区分ごとの三世金抑だオI、「心マ  
ッサージ1幡伽」「超膏†佼」など、  
具体的な内訳が加わる，どのような  
処置を受け、モれぞれいくらの料金  

か拭かゥているかが分かるようにな  
る．患者本人の同館が加い齢は．、  
舘撰の明細・暫を出す．   
医学こ耶によると、多くの病院では、  

患背か希望した場合、レセプトと同  
棲の明細綴改発行しており、損’料の  
ケー・スもあるという．l．Ll大腰学部で  
【よ、これ虔で患者からの希望がなか  
ったが、惰相聞示をi蝕する－・・・】繋と  
して発行を決めた．茹山草正直学部  
艮は「庭殊に対する不安や不†言を成  
り除くには、知ってもらう」とが一  
番だ．過】監労働が指摘される匡仰の  
労働内冨か、明らかになる効果もあ  
る．取りヨ阻みか金雌“こ広かるよう期  
待したい」としている．  

山形大学 医学部長  

中央社会保険医療協議会委員  

嘉山 草正  
に′■8J▲．．■■ 一  

書け▲′Jり rヽlIJ  
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診療科ことに  

業掩皇・り又々が   

大きく違うため   

見直しJ  
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F山形斬間」  
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3月27日、8月  Yamaga【a Universlrγ  

T・Kayama   



時間外手当の楕苧（1）  時間外手当の梢苧（3）  
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時間外手当の概苧（2）  持術料の概苧（1）  
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持術科の一例   
一心臓血管外科手術－  持術科の楕背（2）  

分娩美雪削＝従事した産科婦人科医師等（2人まで）、  
小児科医師等（1人まで）に対して支払   

ロ鎚去  執刀医  32，500円  

第一肋手  2も000円  

舞＝助手   19．500円  

1■L  

麻酔指導医 19．300円  

第一麻酔医 15．400円  

第＝麻酔医 11．800円  

1■卜  

1人につき 20，000円  
1人につき10．000円  
1人につき 7，000円  

（2008年6月適用）  
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丁さ，000円を持分  仙，J00円を持分  
Yama伊taUniv亡rSlγ   

T．Kayama  Yarnagi【a－Univel・5iワ 
▲rご薫T・Kayama 

時間外持術料・  

高彦持術料の規定  
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町立大学法人山膨大筆■■給与嬢槽  

時間外手術・高唐持術料の対象  
日次   

111＋舷側＝1‖■－★10象）   
■2暮 1ヰ総（書11彙－■21   

T3111手当（■22最一幕64   
■一書 給与の精鋼事（■5ら象－   
■51 蝉Iq（T80集〉   

佃刑  

書1t 比刑   

（自的）  

第1■ この几糧は．可五大雫法人   
う．】■2t■1】靂lこ嬢定丁る■■   

めもことモ邑的とす8．   

（王墓◆との帥優）  

（診療従事特別調整手当）  

第50条の6 診療従事特別調整手当は．勤務時間外・所定休日における救急外来   
患者及び病状が急変した入院患者の手術・麻酔に従事した次に掲げる医師等に対   
して支給する。  
（1）指導医一執刀医．第一助手又は第二助手として手術に従事した医師等  

（2）指導医・麻酔医．第一麻酔医又は第二麻酔医として麻酔に従事した医師等  

2 前項の手当の額は，次に掲げるとおりとする。  

（1）保険診療の点数による請求額を積算し．請求額の1割に相当する額を基礎と   

し．次号に定める割合により案分して支給する。この場合において．1回当た  

りの支給額は100円未満を切り捨てる。  
（2）支給割合は．次の表に定めるとおりとする（各1回につき）  
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七之最 t■の給与の支給事に現してl   
以下「労▲法一という．）モの他の   
ところによる．   

1は与の■畑1  

13集 ■■の檜与は．■本欄欄UⅦ  
2 ■本絶lこは．■本館の川靂慮及び  

〇 綿羊当は．t苛■下鶉．初任蟻川  

手術担当医  支給割合  麻酔担当医  支給割合   

執刀医   5／12  麻酔指導医  5／12   

第一助手  4／12  第一麻酔医  4／12   

第二助手  3／12，  第二麻酔医  3／12   

住烏手当．1山手当．1鼻鮫饉手当 
手札 ■禰作よ手当．Ⅶ先払心故事  

体熱可手当 肪慶事作1手当．放加  

1手当．食間t比■手当．入旗手当．   

3 前2頓に規定するもののほか．診療従事特別調整手当の支給に関し必要な事項   

は．別に定める。  

徽▼文一事柑騨手当．事軍事華厳世   
当．呵虻川‖井手8．■房舟▼■徽■   

手■．体E串Å，夜勤千鶴．宥臼■   

千旦，岬間外腰息鯵t住事手1．緊   
■．惰譜面払事う．■性■■れ■Il   
幽及び寒冷地手当とする．   

（鳥与の文鳥B）  

■▲■ ■車輪は．嶋月1一日（Tl   

う．）に童絵ナも．ただし．支應烹   

8が土■Eに当たるときは】¢日と  

±らに、／lイりスウ性を考慮しこ  

；5，000点以上の手術に対しても支紹  
和之3年法け事†TII号）に王める休8に当たると引壬1881こ文緒丁る．  

YlmlgltlUniv亡rgitγ  

T．Kayama  



特定機能病院での労基署是正勧告   
内
申
州
■
K
◆
＃
一
．
 
 

u
．
■
い
ヽ
【
1
－
■
・
 
 

■
火
▲
．
…
 
■
‘
▲
ん
↑
㌧
 
 

古
I
γ
l
け
ふ
ク
ー
・
・
一
一
切
◆
 
 

▲
土
た
芸
‖
■
ヽ
．
1
ん
 
 

・
■
■
丁
－
こ
，
‖
■
γ
‥
ル
▼
瓜
、
て
 
 

い
な
卜
↓
ち
‖
り
H
妻
 
 

’
ハ
オ
†
■
け
、
は
‖
．
【
t
 
 

よ
人
石
島
一
▲
T
▲
▼
－
 
 

人
）
坑
ト
リ
T
，
｛
－
 
 

＿
■
■
叫
に
▲
′
‘
｛
 
 

窄
†
▲
卓
出
什
■
一
－
一
日
、
■
｛
叫
l
l
エ
盛
 
 

り
【
■
代
打
サ
ー
ー
・
・
一
百
－
諾
し
血
小
三
モ
「
モ
 
†
 
 

■
■
重
り
＿
秦
◆
t
u
、
け
‖
ヒ
】
冨
’
 
 

ぢ
℃
小
山
か
，
不
一
事
て
N
川
▼
穴
℡
い
叫
川
、
 
 

β
－
M
ウ
l
董
W
∧
に
t
＿
し
．
－
1
－
叫
蚕
l
々
ヽ
【
●
．
 
 

q
■
■
ハ
罫
璽
■
川
H
人
仏
日
盲
†
．
1
〉
■
＿
 
 

し
山
「
＿
＿
一
■
享
h
＿
▲
ヽ
仁
b
一
■
E
■
ト
い
し
 
 

†
、
【
－
毒
8
八
尋
た
†
“
丘
グ
ロ
ト
り
 
 

賢
一
－
婁
．
 
 

ッ
 
 
 

群
馬
大
、
残
業
代
不
払
い
 
 
 

響
円
是
正
勧
告
受
け
支
給
 
 

．
持
運
憲
 

二
一
士
 
 
 

‥
、
【
巧
け
二
『
P
に
・
－
 
 

、
′
ト
リ
ケ
ー
・
曳
き
仁
・
∵
 
 

．
 

煎
絹
代
如
い
‥
．
 
 

†
【
誉
‥
－
－
く
亡
中
ヽ
∧
 
 

増
、
い
ヽ
し
‘
ン
．
ぐ
u
巴
ご
叫
 
 

‥
h
 
羊
血
い
岬
「
q
E
〃
・
 
 

買
．
■
1
ふ
〓
三
・
・
⊥
二
 
 

l
 

一
ヰ
〓
乃
丹
ふ
ー
一
巾
■
 
 

‥
阜
ト
㍉
M
’
代
√
【
一
ニ
・
 
 

－
V
で
り
与
川
n
㌧
 
■
山
口
 
 

■
 
r
J
C
■
丹
唯
‥
三
∴
し
‥
．
村
 
 

石
‥
て
T
小
だ
事
∴
声
‥
⊥
′
，
 
 
 

重
大
病
院
聾
代
不
払
い
 
 

傭
適
医
師
綱
人
分
の
棚
方
円
 
 

や
叫
 
 

イ
ー
ヽ
 
 
 

署
†
黄
．
F
u
T
r
 
 

＿
に
「
■
＿
蔑
冨
．
■
 
 

貫
に
覆
¶
て
〓
○
＿
．
■
 
 

人
草
．
要
で
巾
 
 

■
巾
亡
】
t
■
h
h
■
い
長
 
 

〃
t
い
て
い
局
た
■
．
＿
几
【
 
 
 

彗
（
昏
川
）
が
 
 

昨
年
、
墓
増
血
禅
 
 

蔓
っ
て
傭
 
 

定
則
富
拳
用
木
払
い
 
 
 

（
サ
ー
ビ
ス
麹
琴
の
景
正
 
 

野
暮
て
い
た
こ
と
が
 
 

わ
か
っ
巧
変
い
分
は
紳
 
 

劃
甘
7
0
n
V
†
肖
で
既
に
 
 

本
人
へ
の
支
払
い
羞
冒
 
 

せ
、
景
雷
や
分
 
 

霊
膣
の
た
め
の
 
 

澄
み
毛
池
め
て
い
る
と
 
 

い
う
．
 
 
 

∴
．
▼
■
．
こ
よ
・
・
一
卜
一
 
〓
．
た
】
q
、
l
一
ト
．
L
つ
↓
■
一
二
 
 

長
崎
大
も
残
業
代
未
払
い
 
 

・
ウ
た
旨
G
た
n
V
ハ
ハ
 
 

T
く
㌧
、
ロ
セ
r
α
ほ
‖
n
∂
 
 

†
r
左
 
下
払
ぃ
山
男
り
■
汚
 
 

毒
1
■
皇
子
l
品
モ
項
▲
∵
 
 

●
扁
．
．
一
 
 
 

氏
鱒
．
い
ト
叫
呵
〓
い
『
 
 

■
′
 
ヨ
や
」
）
山
里
穂
r
 
 

∵
‥
P
n
仁
．
‥
■
｝
〕
J
∵
L
 
 

誓
叫
目
貫
γ
・
‥
っ
て
．
．
り
 
 

警
†
顎
吋
ケ
て
n
一
．
・
u
〔
 
 

ト
ー
∩
習
い
・
一
－
－
点
け
‥
っ
 
 

†
哲
ミ
L
疇
駁
し
ハ
こ
．
I
い
 
 

｛
■
代
が
士
虻
h
h
才
 
 

細
雪
t
r
花
t
u
l
一
世
 
 

彗
「
■
血
〃
＿
川
8
 
 

n
仁
一
り
↑
．
人
〃
■
仰
■
】
封
 
 

h
＿
l
ハ
れ
ぢ
ヽ
鵬
ソ
薫
仙
 
 

書
ナ
リ
■
冠
■
、
 
 

’
■
t
F
」
■
＿
代
ト
■
＝
ヽ
朋
 
 

■
ヽ
れ
曳
I
＿
〃
く
亡
■
叫
．
t
 
 

冨
■
い
せ
ハ
ム
，
 
 
 

■
T
ぽ
山
一
口
「
川
Y
ぺ
†
 
 

人
ゎ
い
く
勇
¶
＿
」
 
 

一
コ
【
h
「
－
ヽ
人
†
り
力
叶
■
持
 
つ
い
】
ス
一
丁
∵
γ
小
1
．
什
i
 
 

‖
■
t
い
し
■
■
・
－
－
■
↓
 
■
．
 
 

法
人
化
で
悪
路
増
加
 
 

交
付
金
と
職
艮
は
純
 
 

計
剛
方
円
、
労
避
暑
勧
告
 
 

岡
六
に
よ
る
と
、
塾
甚
 
 

讃
た
の
は
郁
管
月
と
1
1
 
 

昂
1
固
日
は
監
盛
丁
礫
 
 

彙
料
、
2
国
P
は
刷
大
 
 

慧
・
蔓
柄
隣
 
 

へ
董
の
書
綱
 
 

嘉
し
た
．
米
払
い
偶
 
 

は
・
一
向
目
が
つ
一
8
8
人
の
3
 
 

カ
月
分
で
杓
2
8
0
0
万
 
 

円
∵
呈
野
熱
γ
百
・
一
人
の
 
 

量
で
1
■
d
O
万
円
 
 

だ
っ
か
「
 
 

轟
山
塁
益
丁
法
 
 

▼
∵
「
、
∵
い
、
 
 
 

M
唱
声
T
▲
【
モ
明
日
た
い
 
 

．
佑
〓
．
－
い
・
．
／
．
一
ご
、
三
√
．
 
 

■
■
－
∴
‥
∴
い
こ
√
∴
う
 
 

空
っ
鳥
亡
吋
」
こ
」
l
 
 

〓
、
√
，
ご
1
．
け
増
し
、
ハ
 
 
 

エ
．
り
し
■
丘
り
い
巧
．
 
 

ハ
い
．
h
㌧
二
い
㍉
J
‥
 
 

一
三
し
∵
ヰ
亨
＼
・
‖
一
＝
 
 

．
√
■
れ
丁
三
L
－
・
一
．
草
「
．
 

貯
一
．
▲
 
．
 
 
 

t
か
■
γ
．
†
一
山
．
ヰ
ハ
夢
尺
∧
 
 

γ
早
見
‖
シ
〇
上
界
十
こ
 
 

■
ハ
ム
貨
●
■
n
白
H
レ
ト
 
 

▲
エ
．
一
刀
で
．
q
＜
柑
ゝ
ド
．
 
 

▲
ヽ
り
一
一
貫
℡
だ
蒜
言
i
 
 

■
．
＿
＿
■
り
【
■
．
て
い
b
▲
 
 

一
ゝ
り
r
り
た
h
七
人
サ
川
ヨ
r
 
 

わ
＿
〃
中
．
■
■
－
よ
ト
市
中
ル
 
 

∫
し
¢
■
▲
化
†
由
ら
れ
て
ぃ
 
 

も
一
■
’
■
▲
化
r
小
化
か
で
 
 

1
．
「
－
「
⊥
エ
ロ
Ⅵ
】
ぷ
t
ビ
Ⅵ
 
 

‖
朋
一
里
叫
日
日
ぺ
■
止
q
ぃ
 
 

ょ
い
り
q
い
ケ
リ
r
ヽ
i
i
う
■
 
 

■
●
H
二
、
＝
ん
．
－
‘
扇
－
 
 
 

ヽ
n
少
 
サ
ー
小
‖
■
一
て
 
 

暴
い
●
＿
＿
始
L
ご
．
け
 
 

’
代
t
■
九
た
っ
＿
－
た
り
し
 
 

囁
い
J
一
．
氏
㌧
〃
4
〃
＿
一
．
 
 

賢
t
ノ
・
い
一
⊥
l
ソ
箪
・
吏
 
 

〓
て
い
÷
ニ
ト
㌘
）
′
■
 
 

†
ぃ
り
．
＿
■
ヽ
ヰ
疇
の
■
嶋
叫
 
貞
U
l
－
▼
l
的
レ
蔦
「
＿
′
‖
に
 
 

〃
＿
ハ
†
琶
ト
い
．
上
 
■
藍
1
．
て
い
た
－
－
 
 

止
す
．
叫
王
r
b
り
ホ
ヽ
福
一
ノ
バ
ー
ハ
■
為
り
◆
＿
＿
〆
〓
「
 
 

州
オ
▼
′
l
り
E
し
亨
シ
n
．
↑
汀
．
什
睾
什
 
 

て
い
も
ー
．
 
 

†
り
¶
搾
に
セ
一
九
畑
h
ふ
‖
咋
 
 

■
苧
l
一
▼
】
．
‖
b
■
†
T
 
い
小
．
．
⊂
h
†
有
毒
で
 
 

■
h
い
】
月
】
7
代
〓
互
い
q
一
一
翼
ム
∵
－
1
号
 
 

人
と
な
一
隻
鼻
面
莞
還
 
 

の
対
衆
だ
っ
た
．
■
・
愈
胃
 
 

の
豊
浜
た
な
委
 
 

則
を
作
り
、
‥
皆
の
多
い
職
 
 

幼
の
人
員
轟
や
‡
ル
ど
の
 
 

撃
っ
た
が
、
払
拳
レ
 
 

て
い
な
か
っ
た
と
い
考
喝
 
 

盛
雄
は
r
埠
∧
柑
別
の
 
 

空
電
l
Å
の
菜
 
 

が
絞
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
．
 
 

∧
」
柴
決
し
て
驚
い
 
 

よ
う
傭
瑠
を
謹
レ
た
い
】
 
 

と
し
て
い
一
『
 
 

下
．
人
事
は
ロ
ハ
ま
一
月
に
 
 

了
ち
ト
7
 
 

＝
 
 
 

右）「嘲白断閲」2008年9月21日  
中）r河北斬軌20（19年I月88  
左）「鞘8軒臥2000年4月Z58  

【
．
‘
．
。
㌧
．
。
 
 逮…  1UnlV亡rS吋 よヰギ、亨  

T・Kユyama ．・  15  
〔
一
 
語
J
．
．
1
‥
1
1
↓
－
」
†
1
－
壬
†
・
－
1
・
・
・
・
・
1
1
I
J
l
ほ
り
＝
ほ
日
日
川
J
J
は
J
J
H
－
け
代
り
ー
イ
悠
1
1
十
十
 
 

i
薯
¶
が
ド
㌣
 
 

原資となって重た運営費交付金惇漑減  

ー
・
・
・
J
・
・
－
－
】
・
・
・
・
－
－
・
－
、
：
、
、
：
．
一
・
．
．
．
．
「
●
－
．
■
、
 
 

・
宕
嶺
束
髪
態
賢
愚
撃
寮
 
 

H16 H17 H18 H19 H20 H2l  H16 H17 H18 H19 H20 H2T  

大半病杭の醐脚O9年  Y川碑  
－‘  

、ミ、「1■   



山形大学の  

卒後臨床研修マtγ手音数膳素北No．l  
全病院・診療所に技術料を拡大すると※、  
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 ※推計の都合上、35．000点以上の手術に対する高度技祐料のみの拡大とする。  

全国の全手術件芋鋸こついての統計データがないため、『平成17年度医療施投（静  

態・動態）調査・病院報告概要』より、対象となる手術件数を推計。  

具体的には、関頭手術が77．556件、人工心肺を用いた手術が44．268件、悪性腫  

痔手術が43g．105件、腹腔鏡下手術が144，324件、胸腔鏡下手紡が40．6g2件。  
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■附属病餞の撥菅改善が進む大  
山形大学病院の単年膚収貫の推移   
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三重大字  106，椚も  

鳥取大学  107．2％  

浜松医科大字  1D8．ヰ％  

山梨大字  10g．2％  

岡山大学  10g．3％  

0
 
1
 
2
一
 
8
t
4
 
 

む筑 

紫雛 
謡 

． 

㍍警  ナ十十㌣           － fLシ藍ー，′モー－窄も一■睾t蓋毒，          ．・1－・1 †i皇】  

15 禍拝大字  10g．5％  

16  群馬大学  11【】．q≠  

1丁  山口大字  110．8％  

18  名古屋大字  1什3％  

19  筑波大字  111．8％  

20  千葉大学  ttt．？％  

（注）附度病院収益か－糾属病院運営縫交付金  

を除く蛭盈宍用÷任常収益〉  
原資が枯渇J  

F週刊ま洋経済d  
2005年10月158書  
YamagatユUniver5i【y  

T・Kayama   
Ylm毎桓Uni≒er叩1 
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中医協 診－1  

2l．12．】1  

診療報酬における医師の技術や能力の評価について  

診療報酬における医師の技術や能力の評価については、   

① 医療法に定める人員標準に着すしたもの  

→ 著しく下回る（70％以下、50％以下）場合に入院料を減算（注1）  

② 特に要件はつけずに医師の技術等に着目したもの  

→ 人数・配置・専門性は明示していないが、明らかに医師の技術や能  
力を評価しているもの  

（診断料一判断料、生体検査の一部、処置・手術・麻酔等）（注2）  

③ 医師の配置や技術に着目したもの  

→ 専従・専任などの時間的な配置要件及び、経験年数、経験症例数な  
どの医師のキャリアや診療科など医師の専門性を評価した要件  

（注3）  

等により、実施しているところ。   

注1）医療法標準による医師等の員数の基準と入院基本料の算出方法  

医師又は歯科医師の員数の基準  

70／100以下   50／100以下   

離島等所在保険医療機関以外の場合   90／100   85／100   

離島等所在保険医療機関の場合   98／100   97／100   

注2）人数・配置・専門性は明示していないが、明らかに医師の配置を評価しているもの  

（1）診断料及び判断料・  

検体検査判断料、基本的検体検査判断料、脳波検査判断料、神経・筋検査判断料、核医学診断、コンピュータ  

断層撮影診断料、コンピュータ断層診断等各種判断料、病理診断料及び柄理判断料 等  

（2）生体検査の一部、処置、手術、麻酔  

生体検査 約70、処置 約250、手術 約1700、麻酔 約40   



注3）【医師の配置や技術等が要件となっている診療報酬項目】  【医師の配置や技術等が要件となっている診療報酬項目数（算定項目部門別）】  

A 基本診療料   62件   

（入院基本料、救命救急入院料、小児入管等）   

8 特掲診療料   21件   

（小児特定疾患カウンセリング料、皮膚科特定疾患指導管理料、地   

域連携小児夜間・休日診療科、てんかん指導料、医療機器安全管   

理料等）   

C 在宅医療   8件   

（在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料等）   

D 検査（検体検査管理加算、血管内視鏡加算、長期継続頭蓋内脳  14件   

波検査、人工膳臓、神経学的検査等）   

E 画像診断   10件   

（画像診断管理加算、ポジトロン断層撮影、冠動脈CT撮影加算等）   

G 注射   1件   

（外来化学療法加算）   

H リハビリテーション   14件   

く心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテー   

ション料等）   

Ⅰ精神科専門療法（精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア等）  28件   

J処置（エタノールの局所注入）   2件   

K 手術   46件   

（内視鏡下椎間板摘出（切除）術、脳刺激装置植込術、人工内耳埋   

込術、経皮的冠動脈形成術、ペースメーカー移植術、体外衝撃波   

腎・尿管結石破砕術等）   

L 麻酔（麻酔管理料）   14件   

M 放射線治療   5件   

（体外照射（強度変調放射線治療（IMRT））等）   

N 病理   2件   

（術中迅速病理組織標本作製等）  

医師「里塾」の要件  79件  

「畳睦」を評価したもの（2名以上）※  32件  

「豊艶生塾」を評価したもの※  29件  

「豊艶直也塾」を評価したもの※  14件  

「診■私を限定」して評価したもの※  28件   

医師を含む「地盤遺」を評価したもの  71件   

計  150’件   

※一つの算定項目で複数の条件の組み合わせがある場合は、それぞれ計上している。  

噌  

配僅要件の例）   

OA212－2 薪生児入院医療管理加算（1日につき）   

「専任の小児科の常勤医師が常時1名以上」  

OK1803 頭蓋骨形成手術（骨移動を伴うもの）   

「頭蓋骨形成手術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5例以上喪施し  
た経験を有する常勤の形成外科及び脳神経外科の医師（当該診療科について5年以上の経  

－一 削のに限る「トがそれぞれ÷名以上配置」Ⅶ鳳…－1りn一一－m川一仙－】－－…  

OA237 ハイリスク分娩管理加算   

「専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配軋  

OK8娼－2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術   

「腹腔鏡下腎摘出術及び腹腔鏡下副腎摘出術を、術者として、合わせて20例以上実施した   
経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配軋」  

OM0014 焦点式高エネルギー超音波療法（一連につき）   

「当御し旦   
歴験を有する常勤の泌尿器科の医師（当該診療科について5年以上の経験を有するものに   

盟皇p）が1名以上配置。」  

G〕   



参 考 資 料  

21．12．11  
医師の配置桓技術が要件となっている診療報酬項目  

届出数  算定状況  
区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年8月  

件数   審査分）        病床数   

索勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者故に100  
AlOOl  一般病棟7対1入院基本料   1．555点   おの10を乗じて得た数以上。当該病軌二係る入院患  1，028  239．886  2．794．321回   

音数が30人未満の場合は、3人以上。  

舞勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者軌＝100  
AlO21  結核病棟7対1入院基本料   1．447点   分の10を乗じて得た数以上。当該病棟に係る入院患  43   654  3．520回   

音数が30人未満の場合は、3人以上。  

ゆ常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者故に10  
P分の10を乗じて得た数以上。当該病棟に係る入院患  
音数が30人未満の場合は、3人以上。  
毎悪性陣痛に係る専門病院については、一般病鱒  

AlO51  専門病院7対1入院基本料   1．555点      k障害者施設等入院基本料及び特定入院料（救命救急  8   乙580  68．596回   
入院料、特定集中治療室管理料及び緩和ケア病棟入  
院料を除く．）を算定する病棟を除く。）に勤務する常勤  
の医師の員数が貢午可病床（当該一般病棟に係るもの  
に限る。）数に100分の6を乗じて得た数以上。  

悪性膵癌に係る専門病院については、一般病棟（障  
AlO52  専門病院10対1入院基本料   1．300点   害者施設等入院基本料及び特定人院料（救命救急入  3．563  29．457回   

陸料、特定集中治療室管理料及び緩和ケア病棟入院  
料を除く。）を算定する病棟を除く。〉に勤務する常勤の  

AlO53  専門病院13対1入院基本料   庭師の員数が許可病床（当該一般病棟に係るものに  1．463匝】   
限る。）故に100分の6を乗じて得た数以上。   

夜間に医師を配置、又は近隣の保険医療機関が連携  
AlO83  夜間緊急体制確保加算   15点   して入院患者の急変に備えて夜間の緊急診療体制を  506．703回   

確保。  

AlO83  医師配置適合加算   60点  医師の数が、2以上。  344589回   

臨床研修病院入院診療加算（単独型臨床研  
A204－21   修病院及び管理型臨床研修病院）（入院初  

由指導医は臨床経験を7年以上有する医師。  
211－617回   

日）   1，364  
＠研修医2．5人につき、指導医1人以上。  

r        A204－22  臨床研修病院入院診療加算く協力型臨床研 修病院）（入院初日）  20点  
33．702回   

A2051  救急医療管理加算（1日につき）   600点  重症救急患者の受け入れに  969．675回   

A2052  乳幼児救急医療管理加算（1日につき）   150点  32．504回   

専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師（専  

A205－2  撞急性期脳卒中加算（入院初日）   12．000点   ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上 の 649  
有するもに限る。）が1名以上配置されており、脳梗  

412匡【   

塞t－PA適正使用に係る講習会を受講。  

届出数  算定状況  
区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年8月  

件数   審査分）        病床数   

A205－3  妊産婦緊急搬送入院加算（入院初日）   5．000点  緊急の分娩について十分な経験を有する専ら産科又 に 
は産婦人科従事する医師が配置。   

1．273  1．502回   

A212－2  新生児入院医療管理加算（1日につき）   800点  専任の小児科の常勤医師が常時1名以上。   78   825  3．985回   

（か身体症状の緩和を担当する常勤医師（悪性腫瘍患  
看又は後天性免疫不全症侯群の患者を対象とした症  
状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有す  

A226－2  緩和ケア診療加算（1日につき）   300点     る者）。  87   52．737  13．441回   
②精神症状の緩和を担当する常勤医師（3年以上がん  
専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験  
を有する者）。  

精神科身体合併症管理加算（精神科救急入  
A230－31   院料等を算定している患者の場合）（1日につ  10．236回   

き）   

専任の内科又は外科の医師が1奉以上配置。   874  
精神科身体合併症管理加算（精神病抹入院  

A230－32   基本料等を算定している患者の鳩舎）（1日に  15．639回   
つき）   

A231  児童・思春期精神科入院医療管理加算   650点  常勤の医師が2名以上配置、うち1名以上は精神保儲  
指定医。   

15   671  3．264回   

A235  裾瘡患者管理加算（入院中1回）   20点  裾瘡対策に係る専任の医師。   7，739  1．234．928  139β34回   

A236－2  ハイリスク妊娠管理加算（1日につき）   1．000点  専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配  
置。   

1．715  21．870回   

A237  ハイリスク分娩管理加算   2．000点  専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名 上 
以配置。   635  240．54g  8．482回   

A240  後期高齢者総合評価加算（入院中1回）   50点  常勤の医師又は歯科医師が1名以上いること。   1，041  2，04g回   

A3081  救命救急入院料1（3日以内）   9．700点   6．453  18．966回   

A3001  救命救急入院料2（3日以内）   11．200点  1．726  3．588回   

A3002  救命救急入院料1（4日以上7日以内）   専任の医師が、常時救命救急センター内に勤務してい  9．453回   

るとともに、手術に必要な麻酔医等が常時待捷。   202  
A3002  救命救急入院料2（4日以上7日以内）   934回   

A3003  救命救急入院料1（8日以上14日以内）  7．490点  5．149回   

A3do3  救命救急入院料2（8日以上14日以内）  8．890点  12回  



しIl－q   

l   

届出数  

区分番号   算定項目  点数   
算定状況  

医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在     （平成20年6月  

件数   審査分）         病床数   

■ A3011  特定集中治療室管理料（7日以内）  ，760点   2．602回  

A3012  特定集中治療室管理料（8日以上14日以 内）    ．330点   専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務。   592   4，177  

1．083回  

A301－2  ハイケアユニット入院医療管理料（1日につ き）    ．700点  専任の常勤医師が常時1名以上。   68   776   3．923回   

A301－3  脳卒中ケアユニット入院医療管理料（1日に    ．700点  神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専   
つき）  任の常勤医師が常時1名以上。   

58   355   7．506回  

A302  新生児特定集中治療室管理料   I．500点   専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤  
務。   198   1．310   6．000回   

A3031  総会周産期特定集中治療室管理料（母体・ 胎児集中治療重曹理料）  l．000点  
3．857  164回   

専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務。   75  
A3032  総合周産期特定集中治療室管理料（新生児 集中治療室管理料）  さ．600点  

732   1．650回   

A304  広範囲熱傷特定集中治療室管理料   l▲890点   専任の医師が常時、広範囲熱傷特定集中治療室内に  
勤務。   

25   52  

A3071  小児入院医療管理料1   l．500点   小児科の常勤の医師が20名以上配置。   35   2．704   6．028回   

A3072  小児入院医療管理料2   I．600点   小児科の常勤の医師が5名以上配置。   187   7．986   69．5ヰ4回   

A3073  小児入院医療管理料3   I・000点   小児科の常勤の医師が3名以上配置。   32g   8．888   89．653回   

A3074  小児入院医療管理料4  ．100点  小児科の常勤の医師が1名以上配置。   105  11．120匡l   

A3081  回復期リハビリテーション病棟入院料1   ．690点  
病棟に専任の医師1名以上。   

195  一般 療養  ：5．8ヰ7 ：6．555  138．712回   
A3082  回復期り／ヽヒリテーション病棟入院料2   ．595点  725  一般 療養  13．777 25349  22，873回   

A3091  特殊疾患病棟入院料1   ．943点  
一般：82  
療兼：6・   

病棟に専任の医師が常勤。  一般：55  
A3092  特殊疾患病棟入院料2   1，5Tb点  療養：8  

精神：52   

A310  緩和ケア病棟入院料   3．780点   緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置。   1gヰ   3 

A3111  精神科救急入院料1（30日以内の期間）  3．431点  7．150回  

当験病棟に常勤の精神保健指定医が1名以上配置、  12．600回  
かつ、当核病鱒を有する保険医療機関に常勤の精神  42   2．615  
保健指定医が5名以上配置。  1．150回  

L  7．984回   

i   

届出致  

区分番号   算定項目   点数   
算定状況  

医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年6月  

件数   辛査分）        病床数   

A311－21  精神科急性期治療病棟入院料1（30日以内 の期間）  1．9qO点   
80．291回  

219   11．420  

当該保険医療機阻に、常勤の精神保億儲定医が2名  112．172回   

以上配置、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医  
が1名以上配置。  

の期間）   
32．19g回  

20   1．016  
A311－22  精神科急性期治療病棟入院料2（31日以上 の期間）  1．500点   

32．225回  

A311－31  精神科救急・合併症入院料（30日以内の期  
間）（1日につき）   

3．431点  当該保険医療機関内に、常勤の精神科医が5名以上  
配置、かつ、当験病棟に常勤の精神保健指定医が3名  55  
以上配置。   

間）（1日につき）   

A312  精神療養病棟入院料   
1月gO点  常勤の精神保健指定医が2名以上配置、かつ、当該病  

様に常勤の精神保健指定医が1名以上配駄   813  ミ札524  2．44乙088回   

Å3141  級知症病棟入院料1（90日以内の期間）  1．330点   130．1ブ2回  
373  

A31ヰ1  認知症病棟入院料1（91日以上の期間）  1．柑0点   
精神科医師が1人以上勤務。  

524．843回  

A31ヰ2  認知症病棟入院料2（90日以内の期間）  1．070点  15．037回  
62  

A3142  疲知症病棟入院料2（91日以上の期間）  1．020点   95．516匡l  

A4001  短期滞在手術基本料1   2．800点   
病院：93  

診療所・111  6．722回   
手術が行われる日において、麻酔科医が勤務。  

A4002  短期滞在手術基本料2   4．∝旧点  
病院：123  

診療所・38  158回   

BOOll  ウイルス疾患指導料1   240点  当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師  病院・54  3．059回   

BOOll  ウイルス疾患指導料2   330点  力喝己置。   診療所：2  3．320匝】   

日0011  後天性免疫不全症侯群療養指導加算   220点  HⅣ感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専  
任の医師が1名以上配置。  

1．ヰ42回   

BOO14  小児特定疾患カウンセリング料（月の1回目）  500点   
小児科を担当する医師。  

54．328回   

BOO14  小児特定疾患カウンセリング料（月の2回目）  400点  1tS．873回   

BOO15  小児科療養指導料   250点  小児科を担当する医師。  20．ヰ30回   

BOO16  てんかん指導料   250点  小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は 心 
療内科を担当する医師。  

229．148回  



届出数  算定状況  
区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1E】現在    （平成20年6月  

件数   審査分）        病床数   

BOO18  皮膚科特定疾患指導官理劇（1）   250点   110．552回   
皮膚科又は皮膚鱒尿器科を担当する医師。  

80018  皮膚科特定疾患指導管理料（2）   100点  407．412回   

BOOl14  高度難聴指導管理料（術後3月以内）   480点  5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の医  

BOOl14  高度難聴指導管理料（その他）   師が耳鼻咽喉科に配置。   診療所ニ2．204  3，077回   

BOO120  糖尿病合併症管理料   170点  糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験 5上 
を年以有する専任の常勤医輌が1名以上配置。   612回   

BOO121  耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料   150点  耳鼻咽喉科を担当する医師。  26．561回   

BOOl－2－24  地域連携小児夜間・休日診療料1   ′ト児科を担当する医師が3名以上おり、うち2名以上は  
350点   専ら小児科を担当する医師。   診療所：253  98．312回   

800ト2－24  地域連携小児夜間・休日診療料2   500点  専ら小児科を担当する医師が3名以上。   病院：64  診療所：3  49．975回   

BOOl－2－35  乳幼児育児栄養指導料   130点  小児科を担当する医師。  294．719回   

BOOl－3－23  ニコチン依存症管理料（初回）   230点   12．292回   

禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務。   病院：1．196  
で）   

診療所二5．605  10．808回   

BOOト3－23  ニコチン依存症管理料（5回目）   180点  ヰ40回   

医療機器安全管理料（放射線治療機器管理  
BOlト42   体制整備医療機関で放射線治療計画を策定  

経験を5年以上有するものに限る。）が1名以上。   診療所：7  10，264回   
する場合）（一連につき）   

BO16  後期高齢者診療料   600点  必要な研修を受けた常勤の医師が1名以上配置。  病院：27 診療席：9．543  42．了36回   

届出数  
区分番号   算定項目   

算定状況  
点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年8月  

件数   審査分）        病床数   

在宅時医学総合管理料1（在宅療養支援診  
COO21   療所又は在宅療養支援病院の場合）（院外  70．578回  

処方せんを交付する場合）   

在宅時医学総合管理料1（在宅療養支援診  
COO21   療所又は在宅療養支援病院の場合）（処方  

在宅医療を担当する常勤医師が勤務。   
15．122回  

せんを交付しない場合）   

COO22  在宅時医学総合管理料2（1以外の場合）（院 外処方せんを交付する場合）  2．200点   
26．983回  

COO22  在宅時医学総合管理料2（1以外の場合〉（院 外処方せんを交付しない場合）  2．500点   
7．459回  

特定施設入居時等医学総合管理料1（在宅  病院ニ1．039  

COO2－21   療養支援診療所等）（院外処方せんを交付す  診療所：17．263  19．688回  
る場合）（月1回）   

特定施設入居時等医学総合管理料1（在宅  
COO2－21   療養支援診療所等）（院外処方せんを交付し  827回  

ない場合）（月1回）   
在宅医療を担当する常勤医師が勤務。  

特定施設入居時等医学総合管理料2（1以外  
COO2－22   の場合）（院外処方せんを交付する場合）（月  8．342回  

1回）   

特定施設入居時等医学総合管理料2（1以外  
COO2－22   の場合）（院外処方せんを交付しない場合）  1．305回  

（月1回）   

DOOt卜2  血液細胞核酸増幅同定検査（造血器腫瘍核 酸増幅同定検査）  2．000点  臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上配置。  病院：456 診療所：2  150回   

DO266  検体検査管理加算（2） 100点  臨床検査を担当する常勤の医師が1名以上配置。  病院：1．616 診療所・30  244．534回   

DO266  検体検査管理加苫（3）   300点  臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上配置。  病院：549 診療所：1  123．583回   

DO266  遺伝カウンセリング加算   500点  遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以  
上有する常勤の医師が1名以上配置。   診療所：13  

P循環器科の経験を5年以上有する医師が1名以上  
軒置。  
野心臆血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師  

D2063  心臓カテーテル法による諸検査の血管内視  300点     が配置。ただし、心臓血管外科を榛模しており、かつ、  病院：451       鏡加算   血の5  

心臓管外科経験を年以上有する常勤の医師が  
≡1名以上配置されている他の保険医療機屈と必要かつ  
密接な連携体制をとっており、緊急時に対応が可能で  
ある場合は、この限りでない。   



L
虚
 
 

届出致  算定状況  
区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1Eト現在    （平成20年6月  

件数   審査分）        病床数   

担当する医師が常時待機しており、糖尿病の治療に関  
D231  人工膜臓（「連につき）   5．000点   し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する 常勤の専門医が2名以上並びに少なくとも15年以上の  

診療所：0  
経験を有する常勤の指導医が1名以上配置。   

D235－2  長期継続頭蓋内脳波検査（1日につき）   400点  脳神経外科の常勤医師が1名以上配置。   280  90回   

D236－3  神経磁気診断   5．000点  神経磁気診断の経験を3年以上有する常勤の医師が 1以上吉 
名己荘。   診療所：1  

神経学的検査に関する所定の研修を修了した神経内  

D239－3  神経学的検査   300点   科又は脳神経外科を担当する常勤の医師（専ら神経系 のた10上の  
疾患診療を担当し経験を年以有するもに限  35．866回   

る。）が1名以上配置。   

D244－21  補聴器適合検査（1回目）   1．300点  厚生労働省主催補聴器適合判定医師研修会を修了し た 
耳鼻咽喉科を担当する常勤の医師が1名以上配置。   22g回   

D244－22  補聴器適合検査（2回目以降）   700点  厚生労働省主催補聴器適合判定医師研修会を修了し  
た耳鼻咽喉科を担当する常勤の医師が1名以上配置。  

1，799回   

D282－31  コンタクトレンズ検査料1   200点  眼科診療を専ら担当する常勤の医師（眼科診療の経験 10 
を年以上有する者に限る。）が配置。   診療所：5．527  528．539回   

小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10年以 上有する小児科を担当する常勤の医師が1名以上配  

D29ト2  小児食物アレルギー負荷検査   1．000点    置 1．889回   

。   

D3102  小腸ファイバースコピー（カプセル型内視鰍こ   消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常  
よるもの）  1，700点  

25回  

EOOO  画像診断管理加算1   70点  画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を   
担当した経験を10年以上有するもの又は日本医学放  672．597回   

EO（X〉、  画像診断管理加算2   
射線学会が行う医師の専門性に関する認定を受けた  
当赦療養に係る医師に限る。）が1名以上配置。   診療席：1  63g．847回   

EO（X）  遠隔画像診断管理加算1   70点  画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を   
担当した経験を10年以上有するもの又は日本医学放  

EOOO  遺隋画像診断管理加算2   
射線学会が行う医師の専門性に関する認定を受けた  
当該療養に係る医師に限る。）が1名以上配置。   

届出数  算定状況  
区分番号   算定項目   点数   医師甲配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年6月  

件数   審査分）        病床数   

ElOト21  ポジトロン断層撮影（150標識ガス剤を用い た 
場合）（一連の検査につき）   病院：141  

ElOト22  ポジトロン断層橿影（18FDGを用いた場合） （ 診療所：38  
一連の検査につき）   11．688回   

核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修  
ElOl－31  ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影  7．625点  

査につき）  病院：14g  
診療所：41  

ElOl－32  ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 （1BFDGを用いた鳩舎）（一連の検査につき）  8．825点  7．713回   

画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を  

E2004  冠動脈CT撮影加算   600点   担当した経験を10年以上有するもの又は日本医学放   
射線学会が行う医師の専門性に関する紀定を受けた  7．523回   

当該療養に係る医師に限る。）が1名以上配置。   

画像診断を専ら担当する常勤の医師（専ら画像診断を  

E202ヰ  心臓MRl撮影加算   担当した軽験を10年以上有するもの又は日本医学放  
300点    射線学会が行う医師の専門性に関する放定を受けた  587回   

当該療養に係る医師に限る。）が1名以上配置。   

GOOO4  外来化学療法加■算1   500点  化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が 勤務 
診療所：72  95．801回   

HOOOl  心大血管疾患リハビリテーション料（1）（1単 位）  200点  循環儒科又は心臓血管外科の医師が常時勤務してお り、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専 任の常勤医師が1名以上勤務 10ヰ．094回   
．   

H0002  心大血管疾患リハビリテーション料（2）（1阜 位）  100点  循環器科又は心臓血管外科を担当する常勤医師又は 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する常勤 医師が1名以上勤務。  病院：116 診療所：18  18．2g2回   

①専任の常勤医師が2名以上勤務。うち1名は、脳血  
管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上  
の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医  

7．205．973匡l   HOOll  脳血管疾患等リハビリテーション料（1）（1単 位）  235点     療に関する研修会、－講習会の受講歴（又は講師歴）を 肯する。，  
②昔話聴覚療法のみを実施する場合は、専任の常勤  
医師が1名以上勤務。   

病院：1，070  
HOO12  脳血管疾患等リハビリテーション料（2）（1阜 位）  190点  声任の常勤医師が1名以上動乱  診療所：270  1．031．411回   

病院：2．238  

HOO13  脳血管疾患等リハビリテーション料（3）（1単 位）  100点  専任の常勤医師が1名以上勤務。  診療所：77  
852．15g回  



届出故  算定状況  
区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年6月  

件数   審査分）        病床数   

HOO21  運動器リハビリテーション料（1）（1単位）   運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤  
170点   医師が1名以上勤務。   診療所：3．285  5．917．826回   

HOO22  運動器リハビリテーション料（2）（1単位）   80点  専任の常勤医師が1名以上勤務。   病院：976  
診療所：847  2．345．178回   

HOO31  呼吸器リハビリテーション料（1）（1単位）   170点  呼吸器リハビリテーションの経壊を有する専任の常勤 1上 
医師が名以勤務。   診療所：105  277．052回   

HOO32  呼吸器リハビリテーション料（2）（1単位）   80点  専任の常勤医師が1名以上勤務。   病院：970  
診療所：165  40．048回   

HOO6  難病患者リハビリテーション料（1日につき）  600点  専任の常勤医師が勤務。   病院：42  
診療所こ51  1．428回   

HOO71  障害児（者）リハビリテーション料（6歳未満）   220点   
（1単位）  

64．707回   

専任の常勤医師が1名以上勤務。   病院：220  
8歳未満）（1単位）   診療所：95  54．373回   

HOO73  障害児（者）リハビリテーション料（18歳以上） （1単位）  150点  
81．741回   

HOO8  集団コミュニケーション療法料（1単位）   50点  専任の常勤医師が1名以上勤務。   病院：1．028  診療所：92  1乙122回   

精神科電気痙攣療法（マスク又は気管内挿  
10001   管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合）  2．711回   

（1日につき）   精神科を担当する医師。  

IOOO2  精神科電気痙攣療法（そ甲他）（1日につき）  150点  2．200回   

IOOll  入院精神療法（1）（1回につき）   380点   130．706回   

精神保健指定医その他の精神科を担当する医師。        IOO12  入院精神療法（2）（1回につき）（6月以内）  150点  155．681回   

IOO12  入院精神療法（2）（1回につき）（6月超）   80点  676．713回   

精神保健指定医又はこれに奉ずる者（精神保健指定  
IOO21  通院・在宅精神療法（初診時精神保健指定 医等による場合）（1回につき）  500点   医であった医師及び旧精神衛生法に規定する精神衛  180．286回   

生徒定医であった医師をいう。）．  
10022  通院・在宅精神療法（1回につき）（病院）（30 上  360点   

分以）  
58．940回   

10022  通院・在宅精神療法（1回につき）（病院）（30 分未満）  330点  
1．126．171回   

10022  通院・在宅精神療法（1回につき）（診療願） （30分以上）  380点  精神科を担当する医師（研修医を除く。）。  
152．501回   

IOO22  通院・在宅精神療法（1回につき）（診療所） （30分未満）  350点  
2，188．882回   

IOO2－2  精神科継続外来支援・指導料（1日につき）  55点  精神科を担当する医師。  144．195回  

届出数  算定状j兄  

区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年6月  

件数   審査分）        病床数   

当該療法に習熟した医師により行われた場合。  
IOO3  標準型精神分析療法（1回につき）   390点   精神科を榛接する保険医療機関以外の模準型精神分  80．488回   

析療法に習熟した心身医学を専門とする医師。  

IOO41  心身医学療法（入院）（1回につき）   70点   1．190回   

当該療法に習熟した医師によって行われた場合。        IOO42  心身医学療法（入院外）（1回につき）（初診 ）  110点  
時  

9．927回   

10042  心身医学療法（入院外）（1回につき）（再診   80点  
）  

32．577回   

精神科を担当する医師及び1人以上の精神保健福祉  
1005  入院集団精神療法（1日につき）   100点   士又は臨床心理技術者等により構成される2人以上の  8，526回   

者が行った場合。  

精神科を担当する医師及び1人以上の精神保健福祉  
IOO6  通院集団精神療法（1引手つき）   270点   士又は臨床心理技術者等により構成される2人以上の  425回   

者が行った場合。  

IOO8－21  精神科ショートケア（小規模のもの）（1日に つき）  275点  精神科医師及び専従する1人の従事者の2人で構成さ れる場合には、患者数は、当該従事者2人に対しては 1回20人を限度とすること 8．443回   
。   

（勤惰神科の医師及び専従する3人の従事者の4人で  
構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4  
人に対して1回50人を限度とすること。  

IOO8－22  精神科ショートケア（大規模のもの）（1日に  330点     ②①に規定する4人で構成される従事者に、更に、精  病院：416  
つき）  

神科医師1人及び①に規定する精神科医師以外の従  14．580回  

事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっ  
ては、患者数は、当該従事者6人に対して1匡け0人を  
限度とすること。   

IOO91  清書申科デイ・ケア（小規模なもの）（1日につ   550点  精神科医師及び専従する2人の従事者の3人で構成さ れる場合には、患者数は、当該従事者3人に対しては  
き）  診療所：273  

95．5Z9回   

1日30人を限度とすること。   

1精神科医師及び専従する3人の従事者の4人で構  
成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人  
に対して1日50人を限度とすること。  

IOO92  精神科デイ・ケア（大規模なもの）（1日につ   660点     1に規定する4人で構成される従事者に、更に、精  病院：663  
き）  

科医師1人及び（Dに規定する精神科医師以外の従  341．414回  

事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっ  
ては、患者数は、当該従事者6人に対して1日70人を  
限度とすること。   

蒲神科医師及び専従する2人の従事者の3人で構成さ るに 
IOlO  精神科ナイトケア（1日につき）   500点   れ場合は、患者数は、当該従事者3人に対して は 15．102回  

、1日20人を限度とすること。   



届出数  算定状況  
区分番号   算定項月   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年6月  

件数   審査分）        病床数   

①精神科医師及び専従する2人の従事者の3人で構  
成する場合にあっては、患者数が当該従事者3人に対  

IOlO－2  精神科デイ・ナイト・ケア（1日につき）   して1日30人を限度とすること。  病院：277  
1．000点     ②精神科医師及び専従する3人の従事者の4人で構  115．262回   

成する場合にあっては、患者数が当該従事者4人に対  
して1日50人を限度とすること。  

IOll  精神科退院指導料   320点  精神科を担当する医師。  10．542回   

10121  精神科訪問者護・指導料（1）   575点   46．931回   

精神科を担当している医師。  
IO122  精神科坊間看護・緒導料（2）   160点  5．709回   

1013  持続性杭精神病注射薬剤治療指導層唱料  250点  瑞神科を担当する医師。  16．365回   

IO15  重度奴知症患者デイ・ケア料（1亡】につき）  1．000点  精神科医師が1人以上勤務。   病院：159  
鯵療廟：8g  115．895回   

JO17  エタノールの局所注入（甲状腺に対するもの）  1，000点  甲状腺治射＝閲し、専門の知識及び5年以上の経験を 有する医師が1名以上。  病院：289 診療所：56  
2．250回   

JO17  エタノールの局所注入（副甲状腺に対するも  1．000点  副甲状腺治療に閲し、専門の知識及び5年以上の経  病院：266     の）   るが1上 

を有す医師名以。   診療所：55   

1常勤の整形外科の医師が2名以上配置。  
区分番号「Kl18」、「K131」、rK132」から「K13  

4」まで、rK135」、rK136」、rK138」、rK139J、「K  
142」及び「K142－2」に掲げる脊権手術を、締着とし  
て、300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科  

K184－21  内視鏡下椎間板摘出（切除）術（前方摘出 術〉  33．600点  
6  

③当抜手術に熟練した医師の指導の下に、締着とし  
て、内視鏡下椎間板摘出（切除）術（前方抜出術に限  

。）及び内視鏡下脊椎国定儒（胸椎又は腰楕前方国  
定）を合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の  

形外科の医師が1名以上配置。  

一’ 
き三 

・ 
［42」及びrK142－2Jに掲げる脊椎手術を、術肴とし  

経鮎有する常勤の整形外科の  
K134－22  内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方描出 術）  17200点   1p3  175回  

筐護要語敦  
似上配軋  

皿   

届出数  算定状況  
区分番号   算定項目 点数   医師の配置と技術の要件  ．平成20年7月1日現在    （平成20年8月  

件数   審査分）        病床数   

（訃常勤の整形外科の医師が2名以上配置。  
②区分番号「Kl18」、rK131」、rK132」から「K13  
4Jまで、「K135」、rK136」、「K138」、rK139」、rK 142」及び「K142 
－2」に掲げる脊椎手術を、術育とし て 

K142」3  内視鏡下脊椎周定術（胸椎又は腰椎前方圃 走）  ヰ5．300点      、300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科 の医師が1名以上配置。 ③当該手術に熟練した医師の指導の下に 
、筒音とし  

て、内視鏡下種間板摘出（切除）術（前方摘出術に限  
る。）及び内視鏡下脊稚眉定術（胸椎又は腰椎前方匝  
定）を合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の  
整形外科の医師が1名以上配置。   

現羞骨形成手術を、当該手術に習熟した医師の指導  
の下に、締着として5例以上実施した経験を有する常  

K1803  頭蓋骨形成手術（骨移動を伴うもの）   21．000点    勤の形成外科及び脳榊l軽外科の医師（当該診療科に  40  

ついて5年以上の経験を有するものに限る。）がそれぞ  
れ1名以上配置。  

K1811  脳刺激装置植込備（頭蓋内電極植込術を含 む）（片側の場合）  26．300点   

脳神経外科の常勤医師が1名以上配置。   520  
K1812  脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含 む）（の）  35♪00点  

両側鳩舎  

K18ト2  脳刺激装置交換術   8．050点  脳神緯外科の常勤医師が1名以上配置。  

K190  脊髄刺激装置植込術   17．900点  脳神経外科、整形外科又は麻酔科の常勤医師が1名 上 
以配置。   47回   

732  
K190－2  脊髄刺激装置交換術   8．050点  脳神経外科、整形外科又は麻酔科の常勤医師が1名  

以上配荘。  20回   

常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置、うち2名以  

K328  人工内耳埋込術   30．4do点   上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有しており、1名は と1上の工の  書9  

少なくも例以人内耳埋込術経験を有して  
いる。  

上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に習熟  
した医師の指導の下に、締着として合わせて5例以上  

K4433  上顎骨形成衝（骨移動を伴う場合）   32．ヰ00点    実施した経験を有する常勤の形成外科及び耳鼻咽喉  
科の医師（当該診療科について5年以上の経願を有す  
るものに限る。）がそれぞれ1名以上配置。   

24  
上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に習熟  
した医師の指導の下に、締着として合わせて5例以上  

K4ヰ44  下顎骨形成術（骨移動を伴う場合）   27．800点    実施した経験を有する常勤の形成外科及び耳鼻咽喉  
科の医師（当該診療科について5年以上の経験を有す  
るものに限る。）がそれぞれ1名以上配置。  

12   



届出数  算定状況  

区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年8月  

件数   審査分）        病床数   

K514－6  生体部分肺移植術   当該手術を担当する診療科の常勤医師が5名以上配  5  

66．700点   置、うち少なくとも1名は臓器移植の軽験を有している。  

5年以上の循環器科の経験を有する医師が1名以上  
K548  桂皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管 アテレクトミーカテーテルによるもの）  23．000点   配置、5年以上の心臓血管外科の経躾を有する常勤 の医師が1名以上配置 308  20回   

。  

（訃桂皮的冠動脈形成術、桂皮的冠動脈血栓切除術又  
は種皮的冠動脈ステント留置術に閲し、10年以上の経  
験を有する常勤の医師が1名以上配置。  

K5p5－2  経皮的中隔心筋焼灼術   22．800点     ②5年以上の心性血管外科の経鋲を有する常勤の医 が1上配 315  
師名以置。ただし、5年以上の心臓血管外科  

180回   

の経験を有する常勤の医師が配置されている保険医  
療機関との連携により、緊急事態に対応するための体  
制が整備されている場合は、この限りでない。  

K59了1  ペースメーカー移植術沌偏屈雁の場合）  13．800点  循環蕃科又は心腹血管外科の経験を5年以上有する が1名以上配置 
医師。   

K5972  ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）   病院：2．706 診療所：Z53          8，830点  循環器科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する 1上 
医師が名以配置。  

2．033回   

K597－2  ペースメーカー交換術   3200点  循環器科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する 1 
医師が名以上配置。  

1．251回   

常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ  
K598  両心室ペースメーカー移植術   20．500点   2名以上配置、うち2名以上は、所定の研修を修了して  20回   

いる。   
291  

常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ  
K598－2  両心室ペースメーカー交換術   3．200点   2名以上配置、うち2名以上は、所定の研修を修了して  40回   

いる。  

常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ  
K599  埋込型除細動器移植術   13．100点   2名以上配置、うち2名以上は、所定の研修を修了して  351回   

いる。   
328  

常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ  
K599－2  埋込型除細動器交換術   2．200点   2名以上配置、うち2名以上は、所定の研修を修了して  

いる。  

常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ  
K599－3  両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移 植術  14．（氾0点   2名以上配置、うち2名以上は、所定の研修を修了して  80回   

いる。   
216  

鹿勤の循環儒科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ  

K599－4  両室ペーシング機能付き埋込整除細動器交 換術  3．200点   1名以上配置、うち2名以上は、所定の研修を修7して いる 
。  

届出敦  算定状況  
区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年8月  

件数   登査分）        病床数   

K6001  大動脈バルーンバンビング法（1ABP法）（1日  
につき）（初日）   

8．780点・  循環器科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか  1．073回   

一つの診療刹の経験を5年以上有する医師が1名以上 甲置。  病院：1．574 診療所：44      K6002  大動脈／くルーンバンビング法（lABP法）く1日 につき）（2日目以降）  3．680点  3．845回   

K6031  補助人工心臓（1日につき）（初日）   30．000点  l  

常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置、うち2名  
以上は心臓血管外科の経験を5年以上著し、1名は少  143  

まで）   
なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有している。  

K6033  補助人工心臓（1日につき）（31日目以降）  4，000点  

K6041  埋込型補助人工心臓（1日につき）（初日〉  30．000点  紗常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置、うち2  
二名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有し、1名は  

少なくとも1例以上の補助人工心臓の経癖を有してい   
5  

K60ヰ3  埋込型補助人工心臨（1日につき〉く31日目 以降90E】まで）  4．000点   

Kt；044  埋込型補助人工心臓（1月につき）（91日目 以  6．000点  
降）  誕。  

担当する医師が常時待機しており、胆石症の治療に関  
K678  体外衝撃波胆石破砕術（一連につき）   16．300点   以上の撼を有する   429  

担該手術を担当する診療科の常勤医師敷が5名以上  
K6g7－5  生体部分肝移植術   63．700点   配置、うち少なくとも1名は臓器移書直の経験を有してい  72  

岳。  

臣慧讐慧諾慧監㌔悪霊学芸㌫詔慧冨慧望監慧 際芸濃要語慧譜腰慧芸産違翌軍術  
K754－3  腹腔鏡下小切開副腎摘出術   36．000点    反は腹腔鏡下小切関前立腹悪性腰痛手術を、術者と て 32  

し、合わせて20例以上実施した経読を有する常勤の  
泌尿器科の医師が2名以上配置。  

舘岩漂認諾諾票裟岩音羞  
尿器科の医師が1名以上配置。  

担当する医師が常時待機（院外での対応も含む。）して  
K768  体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につ  19．300点   おり、腎・尿管結石の治療に閲し、専門の知識及び少   

き）  なくとも5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名  897  4．156回  

以上配置。  



届出数  算定状況  
区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年8月  

件数   書査分）        病床数   

①腹腔鏡下腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹  
腔鏡下副腎摘出術、腹腔餞下小切開副腎摘出術、腹  
腔鏡下腎（尿管）悪性陣痛手術、腹腔鏡下小切開腎  
（尿管）悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腹悪性腫瘍手術  

K769－3  腹腔鏡下小切開背部分切除術   
又は腹腔鏡下小切関前立腺悪性腫瘍手術を、術育と  

33．000点       して、合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の  
泌尿器科の医師が2名以上配置。  
②当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術  
を術育として10例以上実施した経験を有する常勤の泌  
尿器科の医師が1名以上配正。   

（》腹腔鏡下腎摘出術、腹腔餞下小切開腎摘出術、腹  
腔鏡下副腎摘出術、腹腔鏡下小切開副腎締出術、腹  
腔鏡下腎（尿管）悪性腹痛手術、腹腔鏡下小切開腎  
（尿管）悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腹悪性陣痛手術  

K772－3  腹腔鏡下小切開腎摘出橋   37，100点      又は腹腔鏡下小切関前立腹悪性腫瘍手術を、締着と して 34  
、合わせて20例以上実施した綾鹸を有する常勤の  

泌尿器科の医師が2名以上配置。  
②当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術  
を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の泌  
尿器科の医師が1名以上配置。  
（動乱腔鏡下腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹  
腔鏡下副腎摘出術、腹腔餞下小切開副腎摘出術、腹  
腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開腎  
（尿管）悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術  

K773－3  腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫痛手術  47．300点      又は腹腔餞下小切関前立膀悪性腫瘍手術を、術者と して 
、合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の  

泌尿器科の医師が2名以上配置。  
②当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術  
を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の泌  
尿器科の医師が1名以上配置。  

当該手術を担当する診療科の常勤の医師が2名以上  
K780－2  生体腎移植術   40．（氾0点   配置、うち少なくとも1名は、1例以上の死体腎移植又  148  

は5例以上の生体腎移植の経験を有している。 

当該手術を主として実施する医師及び補助を行う医師  

K841－4  焦点式高エネルギー超音波療法（一連につ  5．000点   としてそれぞれ5例以上実施した経験を有する常勤の   4  

き）  鱒尿器科の医師（当該診療科について5年以上の経験  
を有するものに限る。）が1名以上配正。   

（D腹腔鏡下腎摘出術及び腹腔鏡下副腎摘出術を、荷  
者として、合わせて20例以上実施した経験を有する常  

K843－2  腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術   45，300点    勤の泌尿器科の医師が2名以上配置。 のの 41  
②当該手術に習熟した医師指導下に、当該手術  
を術者として10例以上実施した軽験を有する常勤の泌  
尿蕃科の医師が1名以上配置；，  

15  

届出敢  算定状況  
区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年6月  

件数   審査分）        病床数   

（》腹腔鏡下腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹  
腔鏡下副腎摘出術、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、腹  
腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術、腹腔餞下小切開腎  
（尿管）悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腹悪性腫瘍手術  

K843－3  腹腔鏡下小切関前立腺悪性腫瘍手術   50，300点      又は腹腔鏡下小切関前立腹悪性腫瘍手術を、両者と して 35  
、合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の  37回   

泌尿馨科の医師が2名以上配正。  
②当該手術に習熟した医師の措辞の下に、当該手術  
を締着として10例以上実施した経験を有する常勤の泌  
尿器科の医師が1名以上配置。  

K920－21  輸血管理科1   200点  輸血兼務全般に関する責任者として専任の常勤医師  
が配置。   診療所：1  12．848回   

K920－22  輸血管理科2   70点  輸血業務全般に責任を有する常勤医師を配覆。   病院：817  
診療所：11  10．578回   

し0091  麻酔管理層（硬膜外麻酔を行った場合）   200点   14．711回   

L0091  麻酔管理料（脊椎麻酔を行った場合）   常勤の麻酔科楳楠医。   病院：2．309  
診療所：491  

LOO92  麻酔管理劇（マスク又は気管内挿菅による閉 鎖循環式全身麻酔を行った場合）  900点  
81．672回   

LlOOl  神経フロックトタルスJl■ィナJト三叉神経半月 神経節ブロック 

．他   41．167回   

LlOO2  神経フロック 眼神経・上顎神経ブロック．他  800点  7ヰ．23ヰ回   

LlOO3  神経フロック 腰部交感神経節ブロック．他  570点  13回   

療病管理を専門としている医師又はその経験のある 医師。                                LlOO4  神経ブロック 眼瞼痙攣．片側顔面痙攣又は  400点  4．898回  

し1005  神経フロック 星状神経節ブロック．他   340点  142．988回   

LlOO6  神経ブロック 腕神経叢ブロック．他   170点  116．226回   

LlOO7  神経ブロック頸・胸・腰傍脊椎神経フロック． 他  90点  
270．855回  

16   



届出数  算定状況  
区分番号   算定項目   点数   医師の配置と技術の要件  平成20年7月1日現在    （平成20年8月  

件数   審査分）        病床数   

LlOll  神経ブロック 下垂体フロック．他   3，000点   185回   

LlO12  神経フロック 胸・腰交感神経許ブロック．他  1，800点  
療病管理を専門としている医師又はその経験のある  

285回   

医師。  
LlO13  神経ブロック 眼高上神経ブロック．他   800点  384回   

し1014  神経フロック 迷走神経フロック．他   340点  5．431回   

MOOO5  放射線治療専任加算   330点  放射線治療を専ら担当する常勤の医師（放射線治療の 経験を5年以上有するものに限る 

。）が1名以上配置。   11．138回   

MOOO6  外来放射線治療加算   100点  放射線治療を専ら担当する常勤の医師（放射線治療の 経験を5年以上有するものに限る 
。）が1名以上配置。   138．177回   

MOO14  体外照射（強度変調放射線治療（IMRT））（1 回目）  3，000点   

放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配  
4．075回   

置、うち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者。   

回目）   

MOOl－3  直線加速器による定位放射揺治療   83．000点  放射線治療を専ら担当する常勤の医師（放射線治療の 経験を5年以上有するものに限る 
。）が1名以上配置。   319回   

NOO3  術中迅速病理組織模本作製（テレ／くソロ  1．990点  受信側（画像診断が行われる保険医僚機関）において  受信側       ジー）   は、病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務。  病院：36   
NOO6  病理診断料   ヰ10点  病理診断を専ら担当する医師が勤務。  228．976回  



中医協 診－2－1  

21．12．11  

DPC（急性期入院医療の診断群分掛こ基づく  

日額包括評価）について  

第1現行の点数設定  

1 DPCにおける診療報酬は、出来高評価部分と包括評価部分か  

らなり、包括評価部分は、診断群分類毎の1日当たり点数に医療   

機関別係数と在院日数を乗じて決定される。  

この場合の医療機関別係数は、医療機関毎に設定された機能評  

価係数と調整係数を合算して算出する。  

2 診断群分類の見直し   

包括評価の基礎となる診断群分類については、現場の診療実態   

や技術革新等に基づき継続して見直すことが必要であり、DPC   

評価分科会において見直し作業が行われているところ（参考資料  

1）。   

3 算定上のルール等  

（1）包括評価対象の見直し  

現在、包括評価されている内容のうち、術中迅速病理組織標   

本作製や血友病等に使用する血液凝固因子製剤などの項目につ   

いては、包括での評価がなじまないとの指摘がある（参考資料  

3）。   

（2）入院期間に応じた点数設定  

これまで、各診断群分類の平均在院日数や平均点数を用いて   

3つの入院期間を設定し、入院期間毎の点数設定を行ってきた   

が、診断群分類の中には、実際の入院期間毎の医療資源の投入   

量と設定された点数との間に大きな轟離が生じているものもあ   

るとの指摘があり、当委員会において見直しが決定されている   

（平成21年8月5日）（参考資料1）。  

l‾‾‾‾‥‾一‾‾‾‾‾■‾‾  

L暫聖墜襲発煙埜整；  

2 調整係数の役割   

現行の調整係数は、DPCの円滑導入のために設定されたもの   

であり、  

欄ゝ－ら包一路糾度へ移棚の丁激変経和阜♭て   
の前年度並の収入確保  

（3）その他  

医療法標準による医師等の員数の基準を満たせない場合や、  

特別入院基本料を算定する場合等の取扱について、出来高と同  

様に規定するべきとの指摘がある。  

4 D PCの調査様式の見直し  

DPC対象・準備病院について実施する調査で、診療内容等を  

十釧こ評価するためには、現行の調査様式を見直し、さらに充実  
するべきとの指摘がある。   

第3 論点等  

1新たな機能評価係数の具体的項目について、どのように考える  
か（参考資料2）。  

2 調整係数の段階的廃止への対応について、どのように考えるか  

（参考資料4、5）。  

2   

イ 重症患者への対応能力・高度医療の提供能力等、診断群分  

類に基づく評価のみでは対応できない病院機能の評価  

などの役割を持っている。   

第2 課題等  

1 新たな機能評価係数の導入（調整係数の段階的廃止）  

調整係数の役割のうち「ア」の役割については段階的に廃止す   

るとともに、「イ」の役割について新たな機能評価係数として評価  

すること、更にその廃止や設定の検討についての基本的な考え方  

が、当委員会において合意されている。  

これを受けて、新たな機能評価係数の具体的な内容と段階的な   

廃止の考え方について、これまでDPC評価分科会を中心に議論  
が重ねられ、次期診療報酬改定等の対応案がとりまとめられた（平  
成21年11月30日）（診－1－2）。  



3 診断群分類の見直し及び算定ルール等の見直しについて、どの   

ように考えるか（参考資料1、3）。   

第2の課題等への対応状況  

1 新たな機能評価係数の導入【検討中】   

2 診断群分類の見直し【対応に着手】   

3 算定上のルール等   

（1）包括評価対象の見直し 【要検討】   

（2）入院期間に応じた点数設定【検討済み・対応予定】   

（3）その他（医師等の基準、特別入院基本料算定時への対応）  

【要検討】  

⊂）   



中医協 診－2－2  

21．12．11  

新たな機能評価係数の導入等に関する検討結果  

平成21年12月 9日  

診療報酬調査専門組織  

D P C評価分科会  

分科会長 西 岡 清  

Ⅰ．新たな機能評価係数の導入に係る対応について  

1 新たな機能評価係数の設定  

（1）次回の診療報酬改定において、以下の7項目を導入することが妥当  

と考えた（参考資料2）。  

①DPC病院として正確なデータを提出していることの評価  

医療の質に係るデータを公開していることの評価  

②効率化に対する評価  

③複雑性指数による評価  

④診断群分類のカバー率による評価  

⑤救急医療の入院初期診療に係る評価  

⑥医療計画で定める事業等について、地域での実施状況による評価  

⑦医師、看護師、薬剤師等の人員配置（チーム医療）による評価  

なお、⑤－⑦については、具体的な評価の基準について、更なる検  

討が求められる。  

（2）「詮無禁空曹聖無害」につし、て、各診断繁分類点致におけ各包括眉宇  

価から除外し、出来高点数の加算等に基づく機能評価係数に追加する  

ことが妥当と考えた。  

2 包括対象からの除外  

現在、各診断群分類の点数において包括評価されているもののうち、  

以下については、包括から除外することが妥当と考えた（参考資料3）。  

・無菌製剤処理料  

t術中迅速病理組織標本作製  

・HIV感染症に使用する抗ウイルス薬（HIV感染症治療薬）  

一血友病等に使用する血液凝固因子製剤  

t慢性腎不全で定期的に実施する人工腎臓及び腹膜濯流  

Ⅱ．調整係数の段階的廃止について  

調整係数の廃止については、暫定調整係数及び基礎係数を設定し、対  

応することとしてはどうか（参考資料4、5）。  

なお、暫定調整係数及び基礎係数の設定方法については、今後検討が  

求められる。  

．J  
・l1   



仮の平均投入量を基に、面積がA＝Bとなるように設定  

・入院期間Ⅱ日から特定入院期間までの点数：  

入院期間Ⅰ日からⅡ日までの点数から15％減じた点数   

イ 入院初期の1日当たりの医療資源の投入量が、1入院期間での1日当   

たりの医療資源の平均投入量と比して、大きな違いがない場合（別紙5）  

・入院期間Ⅰ日までの点数  

点数の段差の設定を15％から10％に変更  

・入院期間Ⅰ日からⅡ日までの点数：  

入院期間Ⅰ日までの点数及び1入院期間での1日当たりの医療資  

源の平均投入量を基に、面積がA＝Bとなるように設定  

・入院期間Ⅱ日から特定入院期間までの点数：  

点数の段差の設定を15％から10％に変更   

ウ 他の場合は、現行の「（1）通常の設定方法」により点数表を設定する。   

また、「（2）悪性腫瘍の化学療法の短期入院などに係る設定方法」で   

点数設定を行っている診断群分類は廃止する。  

診断群分類点数表の見直しについて（案）   

1．概要   

現在、診断群分類点数表は、診断群分類毎に平均在院期間及び平均点数を   

用いて、入院初期に手厚くなるように包括評価しているものの、救急疾患等   

一部の診断群分類点数において、入院初期の医療資源投入量が包括評価点数   

を上回ってしまう等、実際の医療資源の投入量に合わなくなってきている状   

況も指摘されている。   

そのような帝離については、これまで調整係数により補正されていたが、   

調整係数が段階的に廃止されるため、今後の包括評価の在り方についての検   

討が必要となり、まず、DPC評価分科会において検討することとされた。（参   

考資料）   

この度、DPC評価分科会において対応案がまとまった。   

2．現在の1日当たりの点数設定と問題点   

現在は、別紙1のとおり、診断群分類ごとの1入院期間での1日当たり医   

療資源の平均投入量及び平均在院日数、入院期間の25（5）パーセンタイ   

ル値を基に点数設定を行っているが、次の2つの問題点がある。   

① 入院初期の医療資源の投入量が非常に大きい場合には、入院初期では、  

医療資源の投入量が診断群分類点数を大きく上回っていることがある。  

（別紙2）   

② 逆に、入院期間を通じて1日当たり医療資源の平均投入量の変化が少  

ない場合には、入院期間Ⅰ日以降において、医療資源の投入量が診断群  

分類点数を上回っていることがある。（別紙3）   

3．対応案   

診断群分類点数表を、輝こ合ったものとするため、   

それぞれ、入院初期と1入院期間での、1日当たりの医療資源の平均投入量   

に応じ、以下の通り設定することとしてはどうか。  

ア 入院初期の1日当たりの医療資源の平均投入量が、1入院期間での1  

日当たりの医療資源の平均投入量と比して、非常に大きい場合（別紙4）  

・入院期間Ⅰ日までの点数：  

入院期間Ⅰ日までの1日当たりの医療資源の平均投入量  

・入院期間Ⅰ日からⅡ日までの点数：  

入院期間Ⅰ日までの点数及び1入院期間での1日当たりの医療資  

1  ○   
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附  

包括評価点数の設定方法について  

（1）通常の設定方法  

入院期間Ⅰ日  入院期間Ⅱ日  特定入院期間  

（25パーセンタイル値）（平均在院日数） （平均在院日数＋2SD）   

※ 入院期間Ⅰ日までは、診断群分類ごとの1入院期間での1日当たりの医療資源の平均投入主に15％上乗せした点凱  

入院期間Ⅰ日からⅡ日までは、入院期間Ⅰ巳までに上乗せした点数の合計と同じ合計点放となるように投定した点数   

を、診断群分類ごとの1入院期間での1日当たりの医療資源の平均投入王から減じた点乱  

入院期間Ⅱ日から特定入院期間までは、入院期間Ⅰ日からⅡ臼までの点数から15％減じた点数。   

（2）悪性腫瘍の化学療法の短期入院などに係る設定方法  

入院期間Ⅰ日  入院期間Ⅱ日  特定入院期間  

（5′トセンタイル値）（平均在院日数）   （平均在院日数＋2SD）  
※ 通常の設定方法で定めた点数を基に、入院期間Ⅰ日を5′く－センタイル値に短指し、25パーセンタイル値まで点   

数を、5バーセンタイル怯までの点数に上乗せし入院期間Ⅰ日までの点数を設定している。  



別紙3  d     210xx97xxxx  
塞症その他の手術あり）  

2′500  

◆1日当たり（  

＋DPC点数表  

1，〔旧0  

500  

0  

入  司Ⅰ日  入院期  間皿  日  
2  4  6  8 10  12  14  16  

期間                                                特定人  
18  20  

在院日数  

の医療資源の平均投入量  

（25パーセンタイル使用時）  

別紙4  
診断群分類点表の見直しについて  

一・－一 変更前  

－・・・・・・・・・・ 変更後  

ー・－－－－ 1日当たり医療資源の平均投入  

1日た  

診断群分類ごとの1  

たりの医療資源の平  
入院期間での1日当   

均投入量  

．  

高  

q  
l  

ロ   

t  

入院期間Ⅰ日  院期間Ⅱ日  特定入院期間  

※ 入院  
l  



i邑一  

I別吋 
診断群分類点、   

－－一 変更前 

A＝B  
－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一  変更後  

■■ 1日当たり医療資源の平均投入量  

‾‾‾‾ 
■■  

診断群分類ごとの1  

入院期間での1日当  
二Lの  －・、の＝  

均投入量  

．＿  

＿  

I  l  

l  l  

t  l  

・ 
高  

l  I  

l  l  

l  l  

l  

l  

l  

l  

入院期間Ⅰ日  
入院期間Ⅱ日  特定入院期間  
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参 考 資 料 2  

21．12，11  

数の設定（案）  機能詳  互価係  

（D 新たに導入する機能評価係数  

項月   名称   設定方法   
○データ提出・公  
開指数  

l   －DPC病院として正確な データを提出していること の評価    ○データ提出籍 数  DPC対象病院において 備され、詳細なデータが そのデータが厚生労働′ ことで、医療の棲準北や されることを評価  十分な体制が整 成・提出され、 により公開される 明化等が推進  ①データ提出の遅滞       ②部位不明、詳細不明のICDlOコード使用割合が40％以上 の場合に応じた定数で評価   ・医療の賞に係るデータを 公開していることの評価  ○データ提供指 数 ○提出データの 質指数    ※非必須項目の入力状況による評価は行わない。   
考えカ  

〔指数〕  
＝全DPC対象病院の平均在院日数  

2  効率化に対する評価   

○相対平均在院  
日数指数   ※当該医療機関において、10症例（10か月）以上ある診‡折群分類のみを亮十算対象とす  

※包括評価の対象となっている診断群分類のみを計算対象とする。   ○効率性指数  平均在院日数の変動に  よ、、病捜業務量    ／当該医療機関の患者構成が、全DPC対象病院と同じと仮定した場合の       が変化するとかb、患者 いを補正した上で、相対 価  疾病構成の違 な在院日数を評  平均在院日数  る。  
＝当該医療機関の包括点数（一入院当たり）を、診断群分類ごとに全病院の  
平均包括点数に置き換えたもの  

3  複雑性指数による評価   ○患者構成指数  全DPC対象病院の平均  補正した1入院  〔指数）   ／全病院の平均一入院あたり包括点数    ○複雑性指数  あたり包括点数を用いて  ■価  ※当該医療機関において 

、10症例（10か月）以上ある診断群分類のみを計算対象とす  
る。  
※包括評価の対象となっている診断群分類のみを計算対象とする。   

【指数〕  
＝当該医療機関で一定症例数以上算定している診断群分類数  

○カバー率指数   ／全診断群分類数  
4  診断群分類のカバー卒に  

よる評価  評価   ※当該医療機関において、10症例（10か月〉以上ある診断群分類のみを計算対象とす  

※すべて（包括評価の対象・対象外の両方を含む）の診断群分類を計算対象とする。  

様々な疾患に対応でき   的な体制を  

項目   名称   考え方  設定方法   
（案1）  

〔指数〕  
＝救急車あり又は入院初日の初診料において時間外・休日・深夜加算ありの  

DPC対象患者数  
／DPC対象患者数  

（案2）  

5  救急医療の入院初期診療 に係る  ○救急医薇指劇  包括点数では評伍が困 の査  な救入院初期  
評価  検等を評価   算  

l 】  

※具体的方法については、今後更に検討  

（分科会での意見等）  

・加算の対象とする患者を規定するのが困麹  
・出来高点数（救急医療管理加算等）の見直しで対応可能ではないか   

医療計l暫（4疾病・5事案  
で一定の役割を担ってい  

（評価のイメージ）  

※4疾病：血、脳卒中、   
糖尿病  て、一定の指数による評価  

蕗における戻 且産盈丘虚、△児救急  
u  

医療機関毎の救急医療の提供実標及び体軌二応じて、段階的に評価  
（評価のイメージ）  

1：・救急患者数（又は割合）が○以上  
・医師、寺庄師が救急部門に常に専従で配置  
・薬剤師、臨床検査技師、放射線技師が常に専従又は専任で配置  

医療計画で定める事業等   2二・救急患者数（又は割合）が△以上  

6    ○地域医療指数  ・医師、看護師が常に専従又は専任で配置  

状況による評価  ・薬剤師、臨床検査技師、放射線技師が常に専従、専任又はオンコールで配置  

救急患者の受け入れ体  の評価  

3：■救急患者数（又は割合）が□以上  
・職員の要件なし  

※救急患者：救急車あり又は入院初旧の初診料において時間外・休日・深夜加虜ありの  
DPC対象患者数  

（分科会での意見等）  
・救急患者に対する精神科的な対応が実施されていることも併せて評価するべき  

周産期患者の受け入れヰ  況による評価   特別調査では、これらの体制にかかるデータは集めていないので、今後、関係者と相談の  
上検討する。  

小児救急患者の受け入ヰ  状況による評価   

・医療安全  
医師、看護師、薬剤師等  ・勤務医負担軽減  

チーム医療の取り組みは   ・医療の貫 ・医療の効率化 ・医療の透明化 等を評価  よる   
具体的方法については、今後更に検討  

7   の人員配置（チーム医療） による評価  ○チーム医療指 数  



ヽ  
■盲■ゝ＿  

く次期診療報酬改定では導入を見送る項目〉  
項目   名称   考え  設定方法   

8  患者の年齢練成による評  
価  

9  診療ガイドラインを考慮し  
た診療体制礪保の評価  

3   

② 出来高  

（i）既存項目  

に基づく機能評価係数  

項目  係数  
特定機能病院  専門病院  一般病院   （参考）出来高  の点数  

入院墓本科  
0．り38   0．1244   0．1（X15   l由5点／  

1融点・へき址以桝、）  
0．1009   0．0789  1495点／  

料  0．112丁   0＿0887  1525点／  

入院基本料（10対1）  0．0730   0．0239  1300点／   

入院時医学管理加算  0．0299   120点／  

地域医療支援病院入院診療加算  0．032l  一入膀から14 1∝〉0点／  

l乱射臥修病院入院診療加井  
r入膣初  

0．【旧12  
ヰ0点／  

0．0008  （入膣ね1 20点／  

入  ‖日陰おl  

院  0．0009  30点／  

0．O113  （1膣勧1 355点／  

（入陸封l  

0．∝）59  185点／  

‖日豪材 130点／ 一入膣おl  

医師事務作業補助体制加算  0．0034  105点／  
r入腔初  

0．0430  109点／  
＿   Q．0331  8ヰ点／日  

0．0221  58点／  

医療安全対策加算  0．【旧15  
50点／  

措樺  入6莞嘉京終（13対1）      ▲0．0581  ▲0．0820  
日   

置遇                 陳基：本月．（15対1）        ▲0．138ヰ  

くii）今回新たに追加  

考え方：現行の各診断群分類の点数において包  価されているが、医療機関毎の機能の違いを反映すると考えられる項  
員のうち、特に次の項目については機能評価係数8して評価することとしてはどうか。  

○   



診調組 D－3  

21．11．30  

を修正したもの  

参 考 資 料：づ   

21，12．11  

（参考）  

1 人工腎臓の診療報酬  
③包括対象からの除外について   

1 現在、各診断群分類の点数において包括評価されているが、医療機関毎の   

医療提供体制等によって個別患者への実施状況が大きく異なる項目のうち、   

特に次の2つについては、出来高にて評価することとしてはどうか。  

（1）無菌製剤処理料   

（2）術中迅速病理組織標本作製  

2 現行の診断群分類の適用は、医療資源を最も投入した傷病名とその治療内   

容等により決定している。そのため、当該診断群の治療とは直接関係はない   

が、高額な費用のかかる慢性疾患の治療については、包括評価に反映させる   

ことは困難である。  

このため、以下の診療に係る薬剤等については、出来高評価することとし   

てはどうか。  

（1）HIV感染症に使用する抗ウイルス薬（HIV感染症治療薬）   

（2）血友病等に使用する血液凝固因子製剤  

（3）慢性腎不全で定期的に実施する人工腎臓及び腹膜濯流  

なお、く3）1こついては、診断群分類点数表を出来高の項目を元に点数の設  

JO38 人工腎臓（1日につき）  

1入院中の患者以外の患者に対して行った場合  

イ 4時間未満の場合 2，117点  

ロ 4時間以上5時間未満の場合 2，267点  

ハ 5時間以上の場合 2．397点  

2 その他の場合1，590点  

注1～5、7～8（省略）  

注61の場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚  

生労働大臣が定める注射薬の費用は所定点数に含まれるものとする。  

【算定状況】  

平成20年社会医療診療行為別調査  

算定回数   

人工腎臓 入院外 4時間未満   1，096，427  

人工腎臓 入院外 4時間以上5時間未満   4，220，319   

人工腎臓 入院外 5時間以上   245，280   

人工腎臓 その他   496，192   

」の項目にお  

いて、慢性腎不全で定期的に実施した場合と急性腎不全等の場合を分けなけ  

れば評価が困難であり、出来高での対応が必要である。  
2 考え方  

（1）外来における人工腎臓では、慢性腎不全の維持的治療として行う場合は、   

透析液や血液凝固阻止剤等の使用量の症例毎の差が小さいことから、これ  

らの薬剤を包括的に評価している。  

（2）入院における人工腎臓では、急性腎不全や感染症等の合併した慢性腎不   

全等、急性期治療として行う場合があり、薬剤の使用量の症例毎の差が大  

きいことから、包括的な評価とはしていない。  

（3）しかし、入院における人工腎臓においても、慢性腎不全の患者が他の疾   

病の治療目的で入院している場合等、維持的治療として行う場合もある。  

（⊃   



参 考 資 料 5   

21．12．11  
診調組 D－4  

21．11．30  

を修正したもの  

参 考 資 料 4   

21．12．11  
DPC対象病院の包括点数   

（全病院の平均）  

調整係数の段階的廃止について   

1 経緯等   

調整係数の廃止については、激変緩和を目的として段階的廃止とすること   

が中央社会保険医療協議会基本問題小委員会（平成21年3月25日）におい  

て合意されており、その具休的方法たっいては当分科会で検討することとさ   

れている。  

2 段階的廃止について   

調整係数を診療報酬の改定毎に一定割合ずつ減じ、新たな機能評価係数に  

置き換えてはどうか。この際、ある程度の最低水準を保証する係数を設定し   

てはどうか。  

（イメージ図）  

I ■ 、t  

平成22年改定   

での対応  

新たに導入する機能評価係数の概念図  
新たに導入する機  
能評価係数による   

包括点数   
‾ ■‾   ‾ ‾l   新たに導入する  

機能評価係数  

現行  平成22年  平成24年  平成X×年  

※ これはあくまでイメージ園であり、医療機関毎に設定される医療機関別係   

数が一定に保たれることを表しているのではない。  



参 考 資 料 G   

21．12．11  

病院類型と調整係数（2）  
病院類型と調整係数（1）  

調整係数  

病院類型   病院数  

最小値  最大噂  平均値  標準偏差   

平成15年度新規DPC対象病院   82  1．0372  1．2579  1．1443  0．0481   

平成16年度新規DPC対象病院   62  0．9897  1．3242  1．‖33  0．0729   

平成18年度新規DPC対象病院   215  0．8597  1．2679  1．0772  0．0538   

平成20年度新規DPC対象病院   356  0．9102  1．2681  1．0437  0．0493   

平成21年度新規DPC対象病院   5（∋7  0．8878  1．3038  1．0350  0．0500   

全体   1，282  0．8597  1．3242  1．0553  0．0602   
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※ 平成21年度における調整係数の数値である  
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0．g  l．0  1、1  12  1、3 桝塵係数  

※ 平成21年康における調整係数の数値である  

（⊃   
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3．複雑性指数による評価  
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4．診断群分類のカバー率による評価  
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5．救急医療の入院初期診療に係る評価（案2）救  

※救急車あり又は入院  刀日の初診料において  
時間外・休日・深夜加   ありのDPC対象患者数  
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6．医療計画で定める事業等について、地域での実  状況に評価  

C）   



平成21年10月19日 保医発1019第1号  

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等  

の施行に伴う実施上の留意事項について（通知）」の一部改正について（抜粋）  

3 DPC対象病院からの退出について  

（1）退出の手続き  

① 通常の場合  

DPC対象病院から退出する意向がある病院（特定機能病院は除く∩）は、直折に予定  

している診療報酬改定の5か月前までに、別紙2＝⊃PC対象病院退出胤を地方厚生（支）  

導課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出することとし、当該退出届を  

提出した病院は、当該診療報酬改定の時期に合わせてDPC対象痛院から退出するものと  

する。（診療報酬改定の時期に合わせた退出とは、診療報酬改定の前々月初日に退出する  

ことをいう。）  

なお、当核退出届の内容は、厚生労働省保険局医療課より中央社会保険医療協蔑会に報  

告を行うものとする。  
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21．12．11  

えていることから、治療の初期段階から緩和ケアを提供することが基本   

計画上位置づけられている。全てのがん診療に携わる医師が緩和ケア   

についての基本的な知識を習得することを目標に、各都道府県において、   

緩和ケア研修会を行っている。（参考資料P20，21）  

5 周術期管理の発達もあり、高齢者や体力の限られた者に対しても   

手術適応が広がっている。がんの手術については、一般的に侵襲度   

の大きなものが多く、周術期からの総合的な取り組みが、術後合併   

症の発症率の低下や早期回復に寄与する。（参考資料P22－26）   

第3 現行の診療報酬上の評価の概要  

1専門的ながん医療を提供するだけではなく、地域におけるがん医療の   

連携の拠点としなるがん診療連携拠点病院について、がん診療連携拠   

点病院加算の引き上げを行った。  

がん対策等について  

第1がん診療における医療体制について   

がん患者数は上昇を続けており、生涯罷患率は男性54％、女性41％となっ  

ている。（参考資料P2－4）   

増加し続けるがんに対して、より一層の対策が求められるようになり、平成  

19（2007）年4月1日、がん対策基本法（以下「基本法」という。）が施行さ  

れた。基本法において、がん医療の均てん化の促進のため、医療機関の整  

備やがん患者の療養生活の質の維持向上が位置づけられている。（参考資  

料P5）   

また、基本法に基づき、平成19年6月には平成19年度から平成23年度  

までの5年間を対象としたがん対策の総合的な計画であるがん対策推進基  

本計画が閣議決定された。（参考資料P6）  

第2 現状と課題  

1地域のがん診療の連携体制の構築を担うがん診療連携拠点病院は、   

現在、375カ所が整備されている。がん診療連携拠点病院が中心となっ   

て、地域の医療機関と連携して入院から外来まで一貫した治療を行うた  

A232 がん診療連携拠点病院加算（入院初日）  

平成20年改定後  

め欄阻みが進めち瞞軋P了－9  
平成19年  平成20年   

がん診療連携拠点病院加算   301   358   2 放射線治療は全国約700カ所の医療機関において実施されているが、  

放射線治療を担う医師や放射線治療機器の精度管理等を行う技術者  

の配置は十分に進んでいない。近年、症例数の蓄積により、従来よりあ  

る放射線療法の治療法選択上の位置づけが見直されている例もある。  

（参考資料PlO－12）  

3 近年、分子標的薬などの新たな抗悪性腫癌剤が数多く承認され、化  

学療法のレジメン（治療内容）数が増加するとともに、入院に代えて、外  

来での化学療法や、加えて居宅で薬剤を持続注入する事例も増加して  

いる。これに伴い、薬剤に関する適切な説明と副作用の管理を行うこと  

の重要性が増している。（参考資料P13－19）   

4 がん患者の多くは、がんと診断された時から身体的1精神的苦痛を抱  

1  

算定状況（社会医療診療行為別調査 各年6月審査分）  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数  

がん診療連携拠点病  

院加算  

2 放射線治療機器の保守管理、精度管理及び照射計画策定の体制を  

評価するとともに、外来での放射性治療の提供体制の評価を行った。ま  

た、密封放射線あるいは治療用放射線同位元素を用いた放射線治療  

病室管理が行われている場合の評価を行っている。   



B耶卜4医療機器安全管理料2（計画策定時1回）1・000点 

MOOO放射線治療管理料  

5 

T， 

ア放射線治療管理料 5，000点   

イ体外照射1回目 3，000点   

2回目 1，000点   

A225放射線治療病室管理加算（1日につき）500点  

届出医療機関数（病院数／診療所数）   

平成ZO年   

医療機器安全管理料2  2103   

186   

外来放射線治療加算  412  

強度変調放射線治療  47   

算定状況  

午  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数   

医療機器安全管理料2  10，094  10，264   

鱒射線治療管理料  1．1，710  138，177   

外来放射線治療加算  

強度変  

調放射  

線治療   315   4，075  

照射 2回目  

放射線治療病室管理加算  223   841   385   1413   

改定前  平成20年改定後  

外来化学療法加算（1日につき）      外来化学療法加算1（1日につき）   

400点  500点  

外来化学療法加算2（1日につき）  

390点   

GO20 無菌製剤処理料   

ア 無菌製剤処理料150点  

（悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者）   

イ 無菌製剤処理料2 40点   

（ア以外のもの）  

届出医療機関数（病院数／診療所数）  

平成19年  平成20年  

1，074  
1  

1，440  72  
外来化学療法加算  

282  612  
2  

2日イ  

無菌製剤処理料  
（医療機関数）   

1，704   

算定状況（社会医療診療行為別調査 各年6月審査分）  

平成19年  平成20年  

回数  

外来化学  ，801  
48，990     91，164   

療法加算   ，319  

1（15歳末滴）  

2（15歳未満）  

1  ，935  

，102  

ヒ宝  

3 専門の医師、看護師、薬剤師の配置等、より高度な体制が整っている  

医療機関において提供される化学療法について、評価を行った。抗悪性  

腫瘍剤等の無菌製剤処理を行った場合の評価を、動脈注射等に拡大し  



第5 論点  

1がん治療に関して、拠点病院を中心とした地域の診療所等との連携  

の取り組みが進められているが、診療報酬上の評価をどう考えるか。（参  

考資料P7－9）  

2 治療法の選択において、放射線療法の重要性が高まる中、患者本人  

を含め、周囲の患者の被曝に十分配慮した安全な放射線管理体制につ  

いて診療報酬上の評価をどう考えるか。（参考資格PlO－12）  

3 化学療法のレジメンが複雑化する中で、患者に対して薬剤の投与スケ  

ジュール、副作用とその対策等について詳細に説明するなど、より質の  

高い外来化学療法を提供する体制について診療報酬上の評価をどう考  

えるか。（参考資料P13－19）  

4 がん治療に関わる医療関係者が、初期からの緩和ケアを提供すること  

が求められている中、がん患者に対する丁寧な療養上の説明や指導を  

行うことの診療報酬上の評価をどう考えるか。（参考資料P20．21）  

5 患者の体力低下を最小限にとどめ、早期に外来医療につなげる  

ため醐打こおける療莞浩斗の一取－サ槌みについて診瓢掛計土－  

の評価をどう考えるか。（参考資料P22－26）   

4 がん性療病の緩和を目的に医療用麻薬を投与しているがん患者に対  

して、WHO方式のがん性療病治療法に従って、計画的な治療管理と療  

養上必要な指導を継続的に行い、麻薬を処方することに対する評価を  

新設した。緩和ケア診療加算について、専任の薬剤師の配置を要件に  

追加し、点数の引き上げを行った。  

BOO－22癌性痔緩和指導管理料（月1回）UlOO点 

A226－2 緩和ケア診療加算（1日につき）  

改定前  平成20年改定後  

250点  300点  

届出医療機関数（病院数）  

平成19年   平成20年  

緩和ケア診療加算   87  87  

審査分）           算定状況（社会医療診療行為別調査、各年6月  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数   実施件数   算定回数  

がん性痺痛緩和指導  
6．872  6．872  

管理料  

緩和ケア診療加算  1，142   9，763  1，004   13，441   

5リンパ節郭清の範囲が大きい乳がん、子宮がん、卵巣がん、前立腺が  

んの手術後にしばしば発症する四肢のリンパ浮腫について、その発症防  

止のための指導について評価を行った。  



第3 現行の診療報酬上の言平価   

禁煙を希望するニコチン嘩存症患者に対して、禁煙に関する総合的な   

指導及び治療管理を行った場合に、ニコチン依存症管理料として評価し   

ている。  

ニコチン依存症管理料について  

第1ニコチン依存症管理料の診療報酬上の評価  

たばこに含まれるニコチンは依存を引き起こし、禁煙を希望する者でニ   

コチン依存の程度が高い者は、禁煙の達成に際し必ず強い離脱症状を   
伴うこととなる。平成17年10月、関係9学会におい七、「喫煙」は「ニコチ   
ン依存症と関連疾患からなる喫煙病」との位置づけを示した「禁煙ガイド   

ライン」が策定された。  
ニコチン依存症が疾病であるとの位置づけが確立されたことを踏まえ、   

平成18年度診療報酬改定においてニコチン依存症と診断された患者の   
うち禁煙の希望がある者に対する一定期間の禁煙指導について、ニコチ   
ン依存症管理料として評価を行った。この際、保険導入の効果に係る検   
証を通じて、禁煙指導に国民の保険料財源を充当することに閲し、さらな   
る国民的なコンセンサスの形成に努めることとされた（参考資料P28）。  

平成19年度の診療報酬改定結果検証に係る特別調査によると、全対   
象者における指導終了9ケ月後の禁煙継続率は32．6％とイギリスと比較し   

て高い結果であった（参考資料P29）。  
平成20年度診療報酬改定における議論においては、その効果等に対   

し実態を把握し、引き続き検討することとされた。  

800卜3－2 ニコチン依存症管理料  

初回（1週目）  230点  

2回目、3回目及び4回目（2週目、4週目及び8週目）184点  

5回目（最終回）（12週目）  180点  

［対象患者】  

以下のすべての要件を満たす看であること  

・ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト（TDS）でニコチン依存症と診断された  

看であること  

・ブリンクマン指数（＝1日の喫煙本数×喫煙年数）が200以上の看であること  

・直ちに禁煙することを希望し、「禁煙治療のための標準手順書」（日本循環器学   

会、日本肺癌学会及び日本癌学会により作成）に則った禁煙治療プログラム（1   

2週間にわたり計5回の禁煙治療を行うプログラム）について説明を受け、当該   

プログラムへの参加について文書により同意している看であること  

2 平成21年度診療報酬改定結果検証に係る特別調査  

平成19年  平成20年  ニコチン依存症管理料  934 3，928  1，196 5，604   1我が国の喫煙率は低下傾向にあるが、依然として、特に男性の喫煙   

率が先進国の中で高い水準であり、たばこ対策の充実が課題となって   

いる（参考資料P30，31）。  

2 平成21年度に実施したニコチン依存症管理料算定保険医療機関に   

おける禁煙成功率の実態調査によると、5回の指導を終了した割合は   

35．5％であり、5回の指導を終了した者の9ケ月後の愛煙継続率は   

4臥1％と平成19年度調査の結果を上回っていた。また、全対象者にお   

ける指導終了9ケ月後の禁煙継続率は29．7％であった。（参考資料   

P32，33）。  

【算定状況】社会医療診療行為別調査 各年6月審査分  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数  

ニコチン依存  

症管理料  

12，292  

2～4回目  

第4 論点  

検証部会調査の結果を踏まえ、ニコチン依存症管理料のあり方に   

ついてどう考えるか。（参考資料P28－33）  

・、j．・   
」  



がんに関する統計  

画■  

死亡数  人口動態統計  
（平成19年〉  

総数粥万6．亜8人（全死因に対し苅■％）  
【男性20万2′743人】（全死因に対し34．2％）  
【女性 u万3，725人】（全死因に対し25．9％）  
う“日本人の3人に1人ががんで死亡”  
※ がんは加齢により発症リスク増  
う粕死亡数は増加傾向（高齢化の影響）  
※ 年齢調整死亡率（75歳未満）は、平成7年以降減少傾向（平成7  
年：108．4う平成娼年 B臥5）  
※ がんの種類が変化している  参考資料  

種患数  朗万1，594人  
【男性37万2r374人l  
多い部位：（か胃、②大腸、③肺、④前立腺、⑤肝臓  

【女性Z6万9，ヱ20人】  

多い部位：①乳房、②大腸、③胃、④子宮、⑤肺  
※男女とも、上位5部位のがんで、全がん患者の6割以上を占める  

生涯リス 男性：54％、女性：41％  
ク  ⇒“日太人の2人に1人ががんになる”  

患者数  継続的な医療を受けている者はは2万人  
・調査日に入院中の者は14万L400人  
t 外来受診した者は15万6′4∽人  

地域がん登録全国推計値  
（平成15年）  

がん対策等  
国立がんセンターがん対策  
情報センターによる推計値  
（平成15年）  

患者調査  
（平成20年）  

がん患者数の年次推移  生涯リスク  
～日本人の2人に1人がよ   

がん対策  

昭和54年  57年  62年  平成8年  17年  

－◆一推計患者数（総数）」ト推計患者数（入院） 一料推計患者数（外来）   

平成8年から第10回修正国際疾病、騒音および死因統計分類（ICD－10）を適用している．  

厚生労働省「H17年患者明査」よリ  

平成15年   



がんの主な部位別死亡者数の年次推移  がん対策推進基本計画の概要（平成19年6月閣議決定）  

★すべての2次医療憩にお  
いて、概ね1薗所種鷹拠点  
痍陵を投書【3年以内】  

☆5大がんに関する地域連  
携クリテイカルバスを整繍【5  

年以内】  

■‾一一‾▲1‾1■1‾1 町■■■ノ‾r＝1二‾‾二二丁＝一一  

★すべての拠点柵こおしlて、放射♯療法及び外来化学療法を   ★ すべての2次医療圏  
において、相談支援セ  
ンターを概ね1箇所以  
上憂慮【3年以内】  

実施【5年以内】  

★すべてのがん鯵I附こ携わる医師が研修等により、雄和ケアにつ   
いての基本的な知撫を習得【10年以内（運用上5年以内）】  

ー  ー  ー  ー  ー  ト  ト▲  ト  ー  ト▲  一  山  N N N N N N N u  咽  り  u u  り  u  ゆ  u u  り  0  0  0  0  0  0  0  0  g 設 8 設 3 讃 呂 設 呂 拐 岩 8 2 β B 宣 民 宗 弓  

－－・胃 一※一大腸・＋肝及び肝内胆管 一気管．気管支及び肺 ・■ト乳房 「▲一子官  

厚生労働省rH19年人口動態統机よリ4   

☆未成年者の喫煙率を  
OIもとする【3年以内】  

☆ 院内がん登録を実施し  
ている医療機関を増加  

☆がん検診の受診率について、  
50％以上とする【5年以内】  

☆ がん対策に賀する  
研究をより－■推進  

がん診療連携拠点病院制度4‥竃琵蓋嘉蓋義 か 
所）平成21年4月1白現在  

都道府県がん診療連携拠点病院：51病院  

（＿平成壬9年4月＿施行）．  
324病院  

＜拠串病院の役割 厚生労働省  

がん対策を総合的かつ計画的に推進  国立がんセンター  ●専門的ながん医療の提供等 ガ監禁滅慧夏  
（手術、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせ   
た集学的治療の実施や治療の初期段階からの緩和ケア  
の実施等）  

●地域のがん診療の連携協力体制の構築  
（研修や診療支援、患者の受入・紹介等）  

●力てん悪者に対する相談支援及び情報提供  

がん対策情報センター  
がん予防及び早期発見の推進  

○ がん予防の推進  

○ がん検診の賞の向上等  厚生労働大臣 
がん対策推進基本計画案の作成  が

ん
対
策
推
進
協
議
会
 
 
 

がん医療の均てん化の促進等  

○専門的な知識及び技能を有する医師、その   

他の医療従事者の育成  

○医療機関の整備等  
○がん患者の療養生活の耳の維持向上  

○がん医療に関する情報の収集提供体制の整   
備等  

がん対策推進基本計画  

閣議決定■国会報告  

地域がん診療連携拠点病院  
センタ「  

地域がん診療連携拠点病院  
ン ー  地方公共団体  

研究の推進等  

都道府県  ○ がんに関する研究の促進  

○ 研究成果の活用  

○医薬品及び医療機器の早期承認に  

資する治験の促進  

○ 臨床研究に係る環境整備   

川場沌岬旧ん序書連漁協鵬会の位■】  
：浣主点要旨諾諾宍言霊！芸讐芸丁≡空か広編  

都道府県がん対策推進  
計画   

がん医療の提供の状況等を  
踏まえ策定  

地域がん診療連携拠点病院  
柑k亡 センター  

地域の医療機関等（病院、診療所（例：在宅療  
養支援診腐所）、かかりつけ医など）   

J
 



放射線治療の推進  

現 状  
・放射線治療施設数：全国765カ所の医療機関（2007年現在）  

・放射線治療を担う医師、治療計画策定や精度管理などの従事者等の配置が十分に進んでいない。  
放射線治療の認定医：615人（2009年3月現在）  

医学物理士：418名（2009年7月現在）、放射線治療品質管理士：593名（2009年7月現在）  

l放射線治療を受けているがん患者  

推計実患者数：21万8千人、がん患者の26．1％  

がん診療連卿等  
①がん診療連携拠点病院機能強化事業、②放射線治療機器緊急整備  
③がん診療連携拠点病院の整備に関する指針の改定（平成20年3月1日付）  

国立がんセンタ爛・診療支援  
①放射線治療計画策走にかかる研修、②放射線治療の品質管理  

平成20年度診療報酬改定  

①新しい放射線治療の保険導入  
②放射線治療における充実した安全管理体制の評価等  

全ての拠点病院において放射線治療を実施  
○都道府県拠点病院等において放射線治療部門を設置  ※ 作成する計画には、計画管理病院と外来診療所との共同診  

療計画表、患者用診療計画表及び外来診療所が計画官理病院  
に対して送付する経過報告書フォーマットを含む。  

少なくとも最低3月に1臥また月1回を限度として、全身状態や診療  
経過等につき、患者の経過報告書を作成し、計画管理病院に対し送  
付。  

8  （日本放射線腫瘍学会調べ）  
10  

共有される治療計画の例   

大腸がん術後フォローアップ連携チャート（内服化学療法コース・舶4－003） 【患者棟牒轟音共有】  
楳  連携先病医軋  

研練 1  ★ 6  9  ★ 12  3  8  ロ  ★ ほ  J  る  9，  ★ 】2  コ  ロ  ロ  ★ ほ  ○  ロ  9  ★ 12  

旗ホ及び■■の■み・無罪  
！i書  
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体裁リンパ傭の■膿  
血瀬捜査（血暮1麓化）  0  0  ○  Cl  ○  Cl  0  ○  ○  ○  ○  0  
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マーカー傷  C∧用－g  
尼ヨ    だ封    信ヨ  

縮よ  
Eヨ    Kヨ    ＞く    尼ヨ  
だ訂    ＞く    ＞く    だ計  

血濠■董（血暮）絆中噂  

血清故董（血■）Hb  
＞く    だヨ    ＞く    だ引  

血漕機重く血■）■小橋  
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脱明  
指叫   

／りアンス  

コード  
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．を臥してください  
9  

放射性ヨード内用療法と遠隔転移再発率  
内事l週■なし  

∫甲状■ホルモン欄のみ  
▲甲状■爪ルモン用＋Ⅱ粥憧ヨードによる残1甲状■糀衰   

外科的甲状腺全摘術＋Rl療法の対象疾患   

これまで：肺転移や  

骨転移のある甲状腺がん  

evidence  

Rl治療l  よ
 
 

－
－
 
 

‘  
ト」′r－・ 発生率の低  ■  

．＿．： ▲・▲▲■  

0  5  18 18  il 才5  3■  a5  tO  

打■治州■（ヰI  

現在：転移のないlowィiskの甲状腺がんまで拡大   



外来化学療法の普及  
治療待機患者の増加  

外来化学療法加算届出施設数  外来化学療法加算算定回数  

平成18年  平成1，年  平成20年   
平成18年  平成1，年  平成zo年  

■病院（Ⅰ）U病院（Ⅱ）■診療所＝）－■診療所仰  －←総数－一病院十特定棚巨病院  

（社会医療診療行為別調査） 14  

日本アイソトープ協会調べ  12  

○ 最近承認された主な分子標的薬  

mま、従来町抗術講陀薬晋可  
特に副作用の管理に注意が必要である  

l現 状  
l化学療法を専門的に担う医師  

日本臨床腫瘍学会   会見  7，574名（2009年10月9日現在）  

がん薬物療法専門医  306名（2009年4月1日現在）   

日本がん治療認定医機構  がん治療認定医  5．962名（2009年4月27日現在）  

－ 外来化学療法を実施している医療機関数（注：外来化学療法加算を算定している医療機関致）  

990医療機関くH17）→1399医療機関（H18）→1722医療機関（H19）→2045医療機関（H20）  

成分名   販売名   主な適用がん種   痔徴的な副作用   

ペパシズマフ  ア′くステン点滴静注用  結腸・直腸癌   高血圧、血栓′塞栓症、消化管穿孔   

セツキシマプ  アービタツクス注射液  結腸・直腸癌   皮膚毒性、授与関連反応、問質性肺炎   

イマテニプ  クリペック錠   骨髄性白血病   浮腫、骨髄抑制   

スニチニブ  スーテントカプセル   消化管間資膿瘍、腎細胞癌  高血圧、サ髄抑制、甲状腺機能低下、手足症候群、心書性   

ソラフエニブ  ネクサパール錠   腎細胞癌、肝細胞癌   高血圧、手足症候群   

エルロチニブ  タルセバ錠   非小細胞肺癌   皮膚毒性、同質性肺炎   

平成20年度診療報古一改定  

○ レジメン数の推移   

国立がんセンターにおける登録レジメン（治療内容）の種類数は、増加している。  

病院名  2007年虔  2008年虔  2009年度  中央病院  251  315  404  東病院  152  169  206   1S   



薬剤師による化学療法に関する  

説明と副作用管理の例  

外来での化学療法の後、居宅で薬剤を持続注入する例  

＜外来化学療法の多様化＞  

レジメン説明書   
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過叛㌫蒜還瓢  

居宅における副作用管理のための患者による症状記録表  
（薬剤師が説明時に患者へ交付）  

外来での化学療法の後、居宅で薬剤を持続注入した件数  

＜国立がんセ  ンターの場合＞  副作用症状ガ起きた時に使うあ薬こついて  甘  治療日記の書き方  ⊥過日   
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レ／1盲シ謹ノナう鐘・jッ榛／ナウピリン坐阿、iだほr  〉紺用して下飢、，   精確・めまい  押払方モーきに（，  

綺羅・息切れ  つりて下さし1 

・げりの陶に 屯＜み   △  

D′1ミンカブヒル、また妊（  Iを使用して下さし1．   ノ 耗み        IJ】〃丁㌔二・だ∩に′ごこむつlつてTモい．        しびれ   （⊃  u・／1   
・その他、［：＝＝：：ニコ帽巳・⊂＝＝：コを腹用して下即．   出血  1む⊂気ヒ匂†り才り  

口内粥   0  エヌ5と艮■  

これらのゐ批醐しても毎朝ガ鵡属し机、船lき別記へご蓮見下飢、・（  モの他の  
l   症状／メモ  

l馴払吊1の【l告骨H貼ったn鵠の8前／ブ⊥妃の睨閑と只な≡ことた〃bリ  （鼓モータ）  葛∈と忠人して下己し1．－kに糾し＼  

言守り鼻先伍嘉即．1‡し＜】計お■邑智けビタつ亡羊局仁あヒーロ下己し l甘岩Ia竜は■亡lむんてFとし＼ 

‾「‘‘■   ■ 「   
院外処方配ついて  此  と脹った白Ia  

ユ仁匂古住代佃－■きぎぜにその  、  
■   し＼．  

ため亡発行さnた処方事てす 剋万1の琶功棚は 処‾   丁     、万事モもらった日を富めてIBじ1内です．  

この田を埠ぎろとお■を受け取ること力でよませんので、企す耳紬朋鴫内巳行かりつけ1局でゐt宅  モの他  Ⅰ 

レジメン   病院名   2007年度   2008年度・  2009年度（8か月）   

中央病院   1．989   2，012   1，484  
FOLFOX群  

東病院   2，308   2．266   1，248   

中央病院   513   786   514  
FOLFI用群  

東病院   672   1．126   417   

合計  5．482   6，190   3．663   

外来での化学療法に続けて、居宅で薬剤を持続注入するレジメン  

の使用件数（のべ患者数）は、増加傾向にある。  

‖』仰のうちて黒巳なっ己こと、区恥二億えたいことなとをあtと＜だ乱＼〉  

ート↑・、  
打ガリつけ＃烏  

む正〝んセンター繁用玩 鵡封印   

※FOLFOX：5－FU（フルオロウラシル）、レポホリナート、オキサリプラチンの併用療法（大腸がん）   
FOLF＝引：5－FU（フルオロウラシル）、レポホリナート、イリノテカンの併用療法（大腸がん）  

17  

■t■  

扶外処方筆  
、－ ■ ●－＝・－∴∴∴ミー∴l  
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和ケアの推進   
がん周術期のリハビリテーション  

術前および術後早期からの介入により術後の合併症を予防し、後遺症を最小限にして、スムーズな術後の回復を図  

ることを日的に行う  

／ ′‾－‾‾‾、、、  

身体的苦痛  固   
■適応障害   
■うつ病   
■不安障害   
∫せん妄・認知症   

体の痛み、治療の副作用、  
（不眠、嘔気、食欲低下、  

慢性疲労感等）  

精神的苦痛  
（不安、抑うつ、せん妄等）  のへ  
診断遅れの怒り  

効果のない治療への怒り   
容姿の変化、絶望感  
痛みの恐怖、死の恐怖  

社会的苦痛  
家族と家計についての悩み  
職業上の信望と収入の喪失   

全人的な痛み  

1btalpaln  
■ 周術期（手術前後の）呼吸リハビリテーション  
・食道癌：開胸開腹手術症例では全例が対象。喋下陣専に対する対応も行う。  
・肺癌、離隔腫瘍：閑胸手術症例では全例が対象  
・消化暴系の癌（胃癌、肝癌、胆♯癌、大腸癌など）：開腹手術では高リスク例が対象。  
■ 頭頚部癌の周術期リハビリテーション  
ー舌癌などの口腔癌、咽頭癌：術後の喋下障害、構音障害に対するアプローチ。  
・喉頭癌：喉頂摘出術の症例に対する代用音声（電気喉頂、食道発声）訓練。  
・頚紗ノンパ節鄭清衡施行後の症例：肩・肩甲骨の運動障害に対するリハビリ。  
■ 乳癌・婦人科癌の周術期リハビリテーション  
・乳癌：術後の肩の運動障害の予防、腋東リンパ節郭清術後のリンパ浮腫の予防。  
■子宮癌など婦人科癌：骨盤内リンパ節郭清後のリンパ浮腫の予防  
■ 甘・軟部腫瘍の周術期リハビリテーション  
・息肢温存術・切断術の症例：術前の杖歩行練習と術後のリハビリ。義足や義手の作成。  
・骨転移：放射線照射中の安静臥床時は廃用症候群の予防、以後は安静度に応じた対応。  
■ 脳腫瘍の周術期リハビリテーション  
・原発性一転移性脳腫瘍：手術前後の矢指症や空間失語など高次脳機能陣青、運動麻痺  
や失明症などの運動障害、ADLや歩行能力について対応。  

社会的地位の最失  
疎外感、孤独感  

スピリチュアルペ  
なぜこの私に起こったのか  
いったい何のためなのだ  
これでも生きる意味があるのメ ・も生きる意味があるのか  

れば、これまでの過ちが許される（  
どうす のか  

（WHO Cou8bomtlngCenter如Palllat）VeC8nCerC8re：1ヵokhgforw且rdtoCancerP血  
ReJiefEorAll，CBCOxLord，1997、P21）  

がん患者の不安うつ   

の有病率は4割  
D8rOgatis L．R‥ 8t al：JA拙249：7引．1983  

20  

胸部食道癌の周術期リハビリテーションの流れ  緩和ケア関連施設基準比較表  
手術決定とともに、食道外科医師からリハビリ科、麻酔科、口腔外科へ依頼  

l  

併存疾患の有無、リスクスコア評価など  

入  院   

ケア診療加算（施設数8汁－－…－・…－・  

①裏道の、身体症状の緩和を担当する常勤医師（悪性  
腫瘍点者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象と  
した症状は和治薇を主たる業精とした3年以上の経験  
を有する看）  

②皇道の、精神症状の緩和を担当する豊艶医師（3年  
以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事  
した経験を有する看）  
※①又は②のうちいずれかの医師については、専任で  
あって差し支えない  

田 ア痛擦寄における研修を修了している者）  

一日 

・圭盗の、緩和ケアの経験を有する薬剤師（専任であっ  
ても善し支えない）（麻薬の投集が行われている悪性  
旺ヰ患者に対する薬学的管理及び指導などの緩和ケ  
アの細を有する者）  

・捷和ケアチームを組織上明確に位置づけ  
・症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催され  
ており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、  

当故患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師などが  
参加  
・院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が  
受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な  
情報提供  
・肘岬 能  
評価を受けていること∧  

※平成21年4月1日現在  

同 一  

闊l  

①豊丘の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び  
技能を有する医師（原則として常勤。専従であることが  
望ましい。）   

②精神症状の緩和に携わる専門的な知抜及び技能を  
有する医師（専任であることが望ましい。また、常勤で  
あることが望ましい。）  

・専従の緩和ケアに携わる専門的な知級及び技能を有  
する常勤の看腹師   

①緩和ケアチームに協力する薬剤師  
墾嘩和ケアチームに協力する医療心理に携わる者  

・緩和ケアチームを組織上明確に任せ付け  
・緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護  
師等が参加する症状捷和に係るカンファレンスを遇1回  
程度開催  
・院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が  
受けられる旨の掲示をするなど、がん患者に対し必要  
な情報提供  
緩和ケアに関する零妹及び相談に関する受付窓口を  
扱けるなど．地域の医療機関及び在宅療養支援診療  
所簿との連携協力怯制を整備  
・外来において阜門的な緩和ケアを提供できる体制を整  
止  

退  院  

自宅での活動性、摂食・感下、栄養状態などチェック、ホームプログラムの指導   1外来  
※算定施設数は平成20年7月時点保険局医療課調べ 21  

．＿」  



リンパ浮腫の発症時期と   

リンパ節郭清後の注意点の理解の状況  
・対象：1994年～2do6年までに原発性乳癌で舷窓郭清術を施行した798名の患者に対し、2∞6年   

9月－2007年2月までの外来受診時にアンケート調査を実施  

・結果：202名より回答あり、平均年齢堕畳（26～糾歳）、手術後の経過年数の中央値は互生（1～  

食道癌に対する開胸開腹術後の  

呼吸合併症発生率比較  

13年）  

開胸開腹術 総数   

平均年齢  

術後肺炎（誤礁性肺炎含む  

）   

術後の呼吸不全  

38例（32．2）  

20例（16．9）  

10例（9．2）  

2例（1．8）  

静岡がんセシター 食道癌術死0％、在院死0．8％  出典：西尾美奈子他：乳癌点者におけるリン／く浮腫発現に関する調査一腋濱刑那書術施行後の自鹸例コ0ユ例からの検軌、乳癌の臨床、22（6】、469－26  

474、ヱ∞7．（一部囲を改変）  

1．リンパ浮腫の病因と病態  

2．リンパ浮腫の治療方法の概要  

3． セルフケアの重要性と局所へのリンパ液の停滞を予防及び改善するための具休的実  
施方法   

①リンパドレナージに関すること   

②弾性着衣又は弾性包帯による圧迫に関すること   

③弾性着衣又は弾性包帯を着用した状態での運動に関すること鑑温及び清潔の維持  
等のスキンケアに関すること   

④生活上の具体的注意事項  

4．リンパ浮腫を発症又は増悪させる感染症又は肥満の予防に関すること  

5． 感染症の発症等増悪時の対処方法  

6． 感染症の発症等による増悪時における診察及び投薬の必要性に関すること  

ニコチン依存症管理料  

※リンパ浮腫指導管理料（入院中1回）  

子宮がん、前立腺がん等で手術を行った患者に対し、手術日が含まれる月及びその  
前後の月にリンパ浮腫指導管理を行った場合に算定可能  

27   



ニコチン依存症管理料  我が国の喫煙率の推移  

ニコチン依存症について、疾病であるとの位置付けが確立された  

ことを踏まえ、ニコチン依存症と診断された患者のうち禁煙の希望  
がある者に対する一定期間の禁煙指導について、評価を新設   

＊12週間にわたり計5回の禁煙治療を行うプログラムが対象   

＊ 対象患者・実施医療機関・評価の対象となる禁煙指導を限定して評価を   

新設し、その効果について検証を行う。  

ニコチン依存症管理料については、保険導入の効果に係る検証  

の作業を通じて、禁煙指導に国民の保険料財源を充当することに  
関し、さらなる国民的なコンセンサスの形成に努めること。  

1   

平成15年 16年   17年   18年   19年  20年  

28  30  

喫煙率  の国際比較  

指導終了9か月後の状況（算虔周勤別）   

O1 101 201 30ヽ  棚1 5（h  8（〉ヽ  丁【It  881 閑1 100l   
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■舞煙絶続 云1週間禁煙 匂失蔽 ℡不明 ロー回答  

禁煙成功率に関する日英比較  
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アメリカ   カナダ  

（ニュ＋］－ク市）  

オーストラリア  

■l）自主申告による。2）「自主申告＋呼気一酸化炭素濃度検査」結果による。  出典：・諸外国の喫煙率：たばこアトラス常2版（2006）より引用。   
・日本の喫煙率牒、平成18年国民健康・栄養調査より引乱31   29  



ニコチン依存症管理料算定回数の状況  

2回目で中止  

（rI＝5伍）   

16謙i   

4回目で中止  3回目で祉   

（rF＝幻2）  （作＝琵旧）  

153％  1a弧  

平成21年度調査（∩＝3，471）  平成19年度調査（n＝2，546）  

ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査より  

32  

指導終了9ケ月後の禁煙／喫煙の状況（算定回数別）  

全体  
（n＝2．5栂）  

1回目で中止  

（∩＝458）  

2回目で中止  

（∩＝4柑）  

3回目で中止  

（∩＝480）  

4回目で中止  

（∩＝425）   

5回目終了   
（n＝丁錮）  

平成19年度調査  

■禁煙総統 臼1週間禁煙 田失敗 臼不明 □無回答   

0，l 101  201（ 801  481  50～  801  7011 801  801 10（〉l  

全体  
（n＝3．471）  

1同日で中止  

（∩三555）  

2回目で中止  

（n＝565）  

3回目で中止  

（∩＝588）  

4回目で中止  

（n＝532）   

5回目終了  
（n＝l，231）  

平成21年度調査  

円禁煙継続 81週間禁煙 巴失敗 田不明 口無回答 口指導中止時に禁煙失敗   

ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査より  
33   



平成21年12月4日  

厚生労働大臣  

長妻 昭 様  

厚生労働省がん対策推進協議会会長  

垣添 忠生  

平成毘年度診療報酬版虐における  

がん領域に関する提案について  

平成光年度診療報酬改定に向けた検討については、今後、中央社会保険医療協議会  

（中医協）などにおいて取りまとめられる内容を踏まえて行われることとなる。第10  

回厚生労働省がん対策推進協議会（平成21年6月）においては、がんに関わる診療報  

酬についての提言の必要性について指痛があった。また、第10回厚生労働省社会保障  

審議会医療部会（平成21年11月）においては、「がん医療の推進」を来年度診療報酬  

改定の基本方針の「充実が求められる領域を適切に評価していく視点」に加え、がん対  

策推進協議会での議論との整合性を図るべきとの指摘があった。中医協においても、平  

成22年度改定における22項目の「今後の主な検討項目例」に、がん領域があげられ  

ている。  

がん対策推進協議会は、「平成22年度がん予算提案書～元気の出るがん対策～」を平  

成21年j月に原生畳凰太酢ノ  
診療における問題点は、がん予算だけによって対処できるものだけでなく、診療報酬改  

定によって初めて解決が見出されるものが多い。  

これらをふまえ、がん対策推進協議会では、がん医療の推進に関する診療報酬での対  

応にづいての意見をとりまとめ、平成22年度診療報酬改定に向けたがん対策を推進す  

るための評価の検討について、長妻昭厚生労働大臣に捷出するものである。  

平成22年度診療報酬改定に向けた  

がん対策を推進するための評価の検討について   

国民の死亡原因の第一位であるがんの対策については、平成19年のがん対策基本法  

の施行を契機として、様々な施策が推進されてきたものの、がん医療を提供する医療資  

源は脆弱であり、いわゆる「がん難民」問題等の解決には至っていないのが実情である。  

長期にわたって持続可能な医療提供体制を維持するにあたっては、税や保険料の負担  

増と給付の関係について、広く国民と議論した後、コンセンサスを経たうえで決定する  

とともに、診療報酬を含む医療費の効率的使用と医療の質の向上が不可欠である。また、  

がん医療においても均てん化と標準治療の推進等によって無駄の削減にも努めなけれ  

ばならない。しかし一方で、がん対策基本法に基づくがん対策推進基本計画を遂行する  

ためには、がん医療に関する診療報酬による評価を充実させることが不可欠である。  

がん医療の推進については、社会保障審議会等でも「充実が求められる領域を適切に  

評価していく視点」とされており、がん対策基本法やがん対策基本計画においても、「放  

射線療法及び化学療法の推進」「治療の初期段階からの緩和ケアの実施」が記されてい  

る。また、「がん難民」問題等の解決には、拠点病院と地域の医療機関の連携や、在宅  

医療・訪問看護の充実も重要である。平成22年度診療報酬改定に向けた検討について  酬L－  
ん対策の充実が図られるために、平成22年度診療報酬改定において適切に評価される  

よう配慮を求めるものである。  

騨  

（※）なお、社会保障審議会等において厚生労働省より捷示されている資料ー平成22年度診療報酬改定の  

視点等について」では、診療報酬改定にあたっての方向性として、「救急、産科、小児、外科等の医療の再  

建」「病院勤務医の負担の軽減（医療従事者の増員に努める医療機関への支援）」の「2つの重点課題」と、  

「充実が求められる領域を適切に評価していく視点」r息着からみて分かりやすく納緒でき、安心・安全で、  

生活の質にも配慮した医療を実現する視点」「医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高く効  

率的な医療を実現する視点」「効率化の余地があると思われる領域を適正化する視点」の「4つの視点」が  

示されている。  

以下、国のがん対策推進基本計画にある分野別目標を基本とした各分野において、がん対策の推進にあ  

たって診療報酬にて評価を検討すべき具体的な項目を、参考として例示するとともに、それらの項目が上  

記「2つの重点課軌「4つの視点j とどのように閑連しているのかについても提示する。、  
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辛成22年産診療報酬改定の「視点等】と「方向‖こついて  

社会保障審議会等において厚生労働省より捷示されている資料「平成22年度診療報酬改定の視点等について」の内容  

ミん領域Iこおける平成22年度診療報酬改定lこ力、力、る検討事項例  

（各事項とテーマとの関係を示す一覧表）  
「平成22年度診療報酬改定の『視点  
等』と『方向山こついて」（次ページ参  

照）における「重点課題」「視点関  
係」と関連がある掛合に○  

救急・鹿瀬卜小児・外科等の医療の再建  

【含まれる内容の例Ⅰ  
重点抹超1  ①有床診療所も含めた地域連携による救急患者の受入の推進  

②′ト児や妊産婦を含めた救急患者を受け入れる医療機関に対する評価  
③新生児等の救急搬送を担う医師の活動の評価  

重点探題  ④急性期後の受け皿としての後方病床・在宅療養の機能強化  
関係  （9手術の適正評価  

病院勤務医への負担の軽減  

重点抹穎2  【含まれる内容の例】  
①看護師や薬剤師等医師以外の医療職が担う役割の評価  
②看護補助者等医療職以外の職員が担う役割の評価  
③医療クラークの配置の促進など、医師の業務そのものを減少させる取組に対する評価   

充実が求められる領域を適切に評価していく視点  

【含まれる内容の例】  
（計資の高い精神科入院医療の推進  

視点関係1  ②歯科医廉の充実  
③イノベーションの評価  
＊がん医療の推進  

＊ち監知症医療の推進  

＊新型インフルエンザ対策等感染症対策の推進  
＊肝炎対策の推進  

患者からみて分かりやすく納得でき、安心・安全で、生活の質にも配慮した医療を実現する視点  

l含まれる内容の例】  
視点関係2  ①医療の透明化・分かりやすさの推進  

4つの視点  ②医療安全対策の推進   
関係  ③心身の特性や生活の質に配慮した医療の実現  

④重症化の予防  

医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が計く効率的な医療を実現する視点  

【含まれる内容の例】  
視点関係3          1宜盈を嵐！率的な急伸    療の楯推  

②回復期リハビリテーション等の機能強化  
③在宅医療・在宅歯科医療の推進  
④医療職種間、医療職種・介護職種間の連携の推進  

効率化の余地があると思われる領域を適正化する観点  

視点関係4  【含まれる内容の例】  
（D後発医薬品の使用促進  
②医薬品、医療材料、検査に関する市場実勢価格の反映  

通し 番号  分野 番号  分野  個別  提案事項   重点  
記号  裸穎1   

ロ  ○  ○  ○  
かる事項   

イ  がん医療の質の評価  ○  ○  （〕   

ア  放射線療法の推進  ○  ○  ⊂）  

4  ○  ○  ○  

5  ○  ○  ○  

6   日  がんにおける個別診療   ○  ○  ○  

ア  緩和ケア診療加算  ⊂）  ○  
個別2  緩和ケア  

8  イ  緩和ケア研修修了者の配置  ○  （⊃  

9  ア  在宅医療の充実  ○  ○  

10  値別3  在宅医療（在宅緩 和ケア）                     イ  在宅医療ネットワークの構築  ○  ○  
n  

ウ  医療と介護の連携  （⊃  ○  

12  ロ  大規模診療所と医療従事者の育成  ○  ○  

ア  DPCデータや臨床指標の開示  ○  ○  ○  
診療ガイドラインの  

14  
推進）  

（⊃  ○  ○  

15   土曳出ヒ三カニ之‘a推、  ＿m  」L    ＿C」  

16  ア  地域連携とその他の連携  ○  （⊃  

医療機関の整備等  
17  ○  ○  

トワーク）  

18   ウ  がん難民をなくすために努力している医療機関の評価  ○  ○  

20   ○  ○  
個別6   

21    報提供   イ  相談支援センターと患者団体の連携  ○  ○  

22  ア  がん登録に関わる職負の自己置  ○  ○  
個別7  がん登録  

23  イ  地域・院内がん登録  ○  ○  

24  個別8  がんの予防（たばこ 対策）  ア  たばこ依存への治療と禁煙対策  C〉  ○  

個別9  がんの早期発見（が ん検診）    （診療報劇以外の補助金・科研費・附度面等で対応）  

個別 10  がん研究  （診療報酬以外の補助金・科研曹・制度面等で対応）  

25  ア  小児がんと稀少がん   （〕  b  

26  イ  長期生存者のフォローアップ   ○  ○  

27   ウ  リンパ浮腫  （⊃  ○  

各事項の内容については、5ページ以降を参照   
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放射線療法の推進にあたっては、放射線治療の専門医（例：放射線腫瘍学会認定医）、   

放射線治療を専門とする診療放射線技師、医学物理士及び放射線品質管理士の配置  

の必要性がかねてより指摘されている。また放射線療法における照射計画の策定、   

ファントム模型による照射線量の測定、小線源による組織内照射、治療後の管理、   

放射性物質の適切な管理についても、適切な評価がされていない。  

（イ）化学療法とチーム医療の推進   

腫瘍内科や血液内科など、化学療法に関わる専門医（例；臨床腫瘍学会によるがん   

薬物療法認定医）、専門・認定看護師、専門薬剤師によるチーム医療が、効果的か   

つ安全な治療に不可欠であるが、インセンチイブに乏しく、レジメン委員会におけ   

る化学療法のプロトコル管理についても十分な手当てがなされていない。  

（ウ）入院および外来化学療法の推進   

外来化学療法と比べ、入院化学療法については十分な評価が行われていないと・とも   

に、また外来化学療掛こ？いても医療機関の負担の大きさに比してインセンティプ   

が少なく、外来における患者ケアも不足している。  

（ェ）がんにおける診療項目の評価   

手術療法における手技の評価や、術中迅速病理検査の評価、遠隔病理診断の評価、   

キャンサーボードにおけるカンファレンスに対する評価、外来服薬指導への評価な   

ど、がん医療を支える種々の診療報酬上の評価が必要であるが、その重要性につい  

がん対策の推進にあたって、診療報酬において評価を検討すべき具体的な項目を、以  

下に概説する。  

全体分野 がん対策全般l＝かかる事項  

（1）現状と課題  

（ア）がん医療の質の“見える化”  

がん医療の質のいわゆる「見える化」（可視化）が十分でなく、がん医療の質に対  

する評価も十分でないことに加え、診療報酬体系においても、医療機関が「見える  

化」へ向けた努力が評価されないため、インセンティプが働かない。  

（イ）がん医療の質の評価   

がん医療の各分野（がんの診断から治療、経過観革、緩和医療、終末期医療の各分   

野）の質を評価する指標に対して、診療報酬での対応が十分でなく、がん医療の各  

分野の向上に資する質の評価が適切に行われていない。  

（2）論点  

（ア）がん医療の質の“見える化”   

二次医療圏域における医療機関のがん治療のプロセス指標やアウトカム指標に関   

する情報を収集・分析し、がん医療の比較、評価及び住民への公開を行うベンチマ   

ーキングセンターをがん診療連携拠点病院等に設置することについて、診療報酬に  

て新たに評価する考え方を取り入れてはどうか。  

（イ）がん医療の質の評価   

がん診療連携拠点病院等において、がん医療の各分野（がんの診断から治療、経過   

観秦、緩和医療、終末期医療の各分野）の質を、アウトカム指標の達成率によって   

診療報酬を加算もしくは減算することについて、新たに評価する考え方を検討して  

はどうか。  

個別分野1放射線療法および化学療法の推進並びに医療従事者の育成   

（1）現状と課題  

（ア）放射線療法の推進  

て評価が低い。  

（2）翰点  

（ア）放射線療法の推進   

放射線治療の専門医、放射線治療を専門とする診療放射線技師、医学物理士又は放   

射線品質管理士を常勤で配置した場合に、配置した医療機関に対してその人数に応  

じて段階的に評価を行ってはどうか。また、放射線療法における照射計画の策定、   

ファントム模型による照射線量の測定、小線源による組織内照射、治療後の管理、   

IMRT（強度変調放射線治療）、アイソトープ内用療法、放射性物質の適切な管理に   

ついても、加算するなどの評価をしてはどうか。  

（イ）化学療法とチーム医療の推進   

化学療法に関わる専門医や、専門・認定看護師、専門薬剤師を配置した場合に、配   

置した医療機関について、さらなる評価を行ってはどうか。また、レジメン（投与  
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計画）垂員会における化学療法のプロトコル（治療計画）管理や危険製剤の処理に  

ついて、新たに評価を行ってはどうか。  

（ウ）入院および外来化学療法の推進   

入院化学療法についても、十分な評価を行ってはどうか。また、外来化学療法につ  

いても、外来化学療法加算を加えて評価するとともに、外来診療部門に患者対応を   

行う看護師の専従配置について、さらなる評価を検討してはどうか。  

（ェ）がんにおける診療項邑の評価   

専門医により質の担保された診療部門での化学療法や、手術療法における技量の必   

要な手技を細分化して点数を加点することについて、新たに評価してはどうか。ま   

た術中迅速病理検査、遠隔病理診断の評価、キャンサーボードにおけるカンファレ  

ンスに対する評価や外来服薬指導についても、がん医療を支える観点からさらなる  

評価をしてはどうか。  

個別分野2 緩和ケア  

（1）現状と課題  

（ア）緩和ケア診療加算   

緩和ケアは入院患者のみならず、外来患者にも必要とされているにもかかわらず、  

（イ）緩和ケア研修修了者の配置   

がん診療に携わる医療者への緩和研修について、①国立がんセンター、日本緩和医   

療学会の緩和ケア指導者研修の修了者、②国の定める基準に基づく12時間コース   

の研修の修了者、③その他、①②に準ずる座学やロールプレイ、実地研修など、岬   

定の質が担保された研修の修了者の医療機関への配置に対して、診療報酬にてさら  

なる評価を検討してはどうか。   

個別分野3卿   
（1）現状と課寵  

（ア）在宅医療の充実   

がん終末期における在宅医療は、患者の全身状態の不良などにより、医療者や家族   

の負担はきわめて大きいにもかかわらず、病状急変時の緊急入院病床の整備等によ   

り、手厚い在宅医療を提供する施設に対してなど、全般にわたって診療報酬の評価  

が低い。  

（イ）在宅医療ネットワークの構築   

病院と在宅医療支援診療所との連携や、病院（医師）と訪問者護機関（看護職）と   

の連携、在宅医療病診連携パスの策定を通じた連携が不足しているために、在宅医   

療の効率的なネットワーク構築が進んでいない。  

できるのは一部の入院患者に限定されている。  また、緩和   

ケアを提供する医療資源が相当程度不足しているにもかかわらず、点数が低い。  

（イ）緩和ケア研修修了者の配置   

がん診療に携わる医療者への緩和研修について、がん診療連携拠点病院の義務とし   

ての研修が不十分になっているとの指摘もあり、研修修了者の配置に対する医療機   

関のインセンティプもないため、研修の受講や修了者の配置が促進されない。  

（2）論点  

（ア）緩和ケア診療加算   

算定が入院患者に限定されている緩和ケア診療加算を、外来診療にも拡大してはど   

うか。また、緩和ケア診療加算の点数や、専門性の高い医療従事者を配置する緩和   

ケア病棟の入院基本料を引き上げてはどうか。  

（ウ）医療と介護の連携   

がんの在宅緩和ケアでは、病院や在宅医療支援診療所など医療提供者のみならず、   

介護提供者と医療提供者との連携が必要であり、退院困難な要因や介護を必要とし   

ているがん患者については年齢を問わず、職種を越えた緊密な連携が求められるが、   

その連携は不十分であり、介護資源による効果的なサポートが得られていない。   

（ェ）大規模診療所と医療従事者の育成   

質の高い在宅医療を提供し得る大規模在宅ケア診療所への診療報酬での評価の不   

足により、在宅緩和医療の量的拡大とハブ化が遅れている。また、医療従事者が実   

地にて在宅緩和医療を学べる施設が少なく、医療従事者の育成が進んでいない。   

（2）論点  

（ア）在宅医療の充実  
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治療の質を担保するセカンドオピニオンについて、セカンドオピニオンを提供する   

医療機関の負担が大きいにもかかわらず、現状では紹介する医療機関のみに診療報   

酬上の評価がされており、セカンドオピニオンの推進を妨げている。  

（2）論点  

（ア）DPCデータや臨床指標の開示   

個別診療行為の評価や病院全体の評価に資するためのDPCデータや、死亡率、寛   

解率等のアウトカム指標に基づくデータを解析し、住民に対して公開している医療   

機関に対して、診療報酬にて新たに評価する考え方を取り入れてはどうか。  

（イ）診療ガイドラインの推進   

がんに関わる診療ガイドラインの策定されているがんでは、学会等により策定され  

たガイドラインに基づいて院内クリティカルパスを作成し、患者・家族への説明を   

行い治療を行っていることに対して、診療報酬にてさらなる評価をしてはどうか。   

（ク）セカンドオピニオンの推進   

治療の質を担保するセカンドオピニオンの推進に資するために、セカンドオピニオ   

ンを紹介した医療機関のみならず、セカンドオピニオンを受け入れた医療機関にお   

いても、診療報酬にて新たに評価する考え方を取り入れてはどうか。  

手厚い在宅医療を提供する在宅療養支援診療所への診療報酬の点数を引き上げて   

はどうか。また、医療機関が空床を確保し、終末期にあるがん患者の緊急入院の受   

け入れを行うことに対して、診療報酬にて評価してはどうか。  

（イ）在宅医療ネットワークの構築   

病院と在宅診療所の合同カンファレンスの開催や、病院と訪問看護事業所との連携、   

地域連携クリティカルパスに基づく患者の紹介に対して、診療報酬にて新たに評価  

してはどうか。  

（ウ）医療と介護の連携   

後期高齢者退院調整加算について、後期高齢者への限定をなくし、退院困難な要因  

を有するがん患者などについても算定を可能とするとともに、保険医療機関のみな  

らず介護保険施設への転院や、退院後の医療と介護の相互連携についても、新たな   

考え方を取り入れてはどうか。  

（ェ）大規模診療所と医療従事者の育成   

質の高い在宅医療を提供し、地域における在宅硬和ケアを普及させる機能を有する   

スタッフの充実した大規模な在宅療養支援診療所に対して、診療報酬での新たな評   

価を検討してはどうか。また、それらの施設を緩和ケアにおける専門教育機関とし  

て認定し、診療報酬での新たな評価を検討してはどうか。  

鱒  

下予＝ラ  

（り現状と課題  

（ア）地域連携とその他の連携   

国のがん対策推進基本計画にて、地域連携クリティカルパスの推進が定められてい  

るが、負担の大きさに比して医療機関でのインセンティプがなく、普及が進んでい   

ない。また、いわゆる病病連携や薬薬連携についても、十分な評価がされていない。  

（イ）がん診療体制の充実度に応じた評価   

都道府県がん診療連携拠点病院制度と地域がん診療連携拠点病院が整備、措定され   

ているが、拠点病院の指定要件を満たしながらも、地域の事情により指定されてい  

ない医療機関が存在し、がん診療連携拠点病院加算などの支援策が存在しない。  

（ウ）がん難民をなくすた捌こ努力している医療機関の評価  

（り現状と課題  

（ア）DPCデータや臨床指標の開示   

標準治療の推進と医療費の適正化において、DPCの果たす役割は重要であるが、   

DPCによる評価見直しを適時かつ適正に進めるための、DPCデータや臨床指標の   

開示が十分でなく、がん医療の質の向上を阻害する一国となっている。   

（イ）診療ガイドラインの推進  

がんに関わる診療ガイドラインが、全てのがんにおいて策定されておらず、策定さ   

れているがんについても更新が十分でないために標準治療の推進が遅れ、不適切な  

治療が行われる一因となっている。  

（ウ）セカンドオピニオンの推進  
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病診連携等の過程で連携がうまくいかず、患者が適切な医療機関を受診できなくな   

る、いわゆるがん難民問題が存在するが、病診連携の充実に努めている医療機関が   

評価されず、がん難民問題解消に対する努力が進まない実情がある。  

（2）論点  

（ア）地域連携とその他の連携   

がんの地域連携クリティカルパスの策定と普及を推進するために、診療報酬におい   

て新たに評価する項目を取り入れてはどうか。また、いわゆる病病連携や薬薬連携   

の推進についても、診療報酬にて新たに評価する考え方を取り入れてはどうか。  

（イ）がん診療体制の充実度に応じた評価   

地域の事情により、がん診療連携拠点病院の要件を満たしていながら、その指定を   

受けられない病院に対し、放射線治療、化学療法、緩和ケアをはじめとする診療体   

制が整っている医療機関に対して、現在のがん診療連携拠点病院に準じた診療報酬   

が確保できるよう、評価してはどうか。  

（ウ）がん難民をなくすために努力している医療機関の評価   

地域におけるがん難民の数を把握し、発生原因、防止策を検討し、関係機関とがん   

診療ネットワークを構築して、その低減に向けて努力している医療機関を評価して   

はどうか。または、がん患者に対して適切な医療機関の紹介をせず、結果としてが  

（2）論点  

（ア）相談支援センターの充実  

がん診療連携拠点病院の相談支援センターへの専従相談員の配置に対する、がん診  

療連携拠点病院加算の点数を上げることや、国立がんセンターで研修を受けた看護  

師や専門看護師・認定看護師、MW（メディカルソーシャルワーカー）等の相談  

員が相談支援センターで受ける相談について、常勤の相談員数、配置体制又は相談  

実演に応じて、段階的に診療報酬にて新たに評価する考え方はどうか。  

（イ）相談支援センターと患者団体の連携  

一定の質が担保された研修を修了した、患者・家族などのピアサポーターが、がん  

診療連携拠点病院の相談支援センターにて、看護師やMWと連携して患者相談を  

行う場合や、患者・家族の交流の場を提供している医療機関、患者団体の運営や活  

動に対する技術的な支援を行っている医療機関を、その実績に応じて段階的に診療  

報酬にて新たに評価する考え方を検討してはどうか。  

個別分野7 がん登録  

（り 現状と課題  

‾‾’、‾‾▼‾’‾川 1（テ）▼がて賢婦モ附石簡邑わ配慮‾‾‾■‾▲ 1‾‾‾ll、▲▲‾  ‾l■  ‾‾ l  

がん登録の推進にあたって、登録事務に関わる職員の育成や採用にあたって負担が  

大きいにもかかわらず、配置に際しての医療機関のインセンティプに乏しいために  

職員の採用が進まず、他の医療従事者にがん登録に係る負担が及んでいる。  

（イ）地域・院内がん登録  

地域がん登録および院内がん登録へ医療機関が参加するインセンティプが乏しく、  

医療機関の参加が進まない。また、がん患者の在宅死を把握するデータが不正確で  

あり、がん登録全体の正確さに影響を与えている。  

（2）論点  

（ア）がん登録に関わる職員の配置  

がん診療連携拠点病院等が、国立がんセンターで研修を受けた診療情報管理士等の  

院内がん登録従事者を配置し、国が定める方式で院内がん登録を実施し、国立がん  

してはどうか。  み出している医療機関について   

個別分野6 がん医療に関する相談支援および情報提供  

（l）現状と課題  

（ア）相談支援センターの充実   

がん診療連携拠点病院の相談支援センターの相談員については、相談員を配置する   

インセンティプが医療機関にないために、相談貞の配置転換などに伴う離職率が高  

くなり、相談支援センターの質の低下により患者相談が不十分となっている。  

（イ）相談支援センターと患者団体の連携  

国のがん対策推進基本計画にて、がん診療連携拠点病院の相談支援センターと患者   

団体等との連携が記されているが、医療機関へのインセンティブがなく、医療資源  

としての患者団体と相談支援センターの連携体制が進んでいない。  
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センターにその情報を定期的に提供している場合について、がん診療連携拠点病院   

加算などで評価してはどうか。また、院内がん登録の対象となっていないがん患者   

においては、診療報酬を減算するなどの新しい考え方も検討してはどうか。  

（イ）地域・院内がん登録   

地域がん登録および院内がん登録に参加する病院について、登録数に応じて段階的   

に病院加算を新たに取り入れてはどうか。また、地域がん登録に参加しない医療機   

関または院内がん登録を実施しない医療機関について、診療報酬の減算を検討して  

はどうか。在宅療養支援診療所から地域がん登録事務局に対して死亡報告をする場   

合、その報告数に応じて段階的に診療報酬を加算してはどうか。  

個別分野8 がんの予防（たばこ対策）  

（り 現状と課環  

（ア）たばこ依存への治療と禁煙対策  

日本も批准している「たばこ規制枠組条約Jでは、たばこ依存への治療機会の提供   

や、その費用を妥当なものとすることが求められている。また、受動喫煙防止に関   

する厚生労働省検討会報告書にて、医療拶関を含む公共的空間での原則全面禁煙が  

求められているにもかかわらず、対策が不十分である。  

個別分野10 がん研究  

本分野については、主に補助金、科研費、制度面などにて対応すべき分野と考えられる  

ため、診療報酬での対応策については割愛する。  

個別分野11疾病別対策  

（1）現状と課題  

（ア）小児がんと稀少がん  

小児がんや稀少がんなど、患者数の少ないがんについての医療機関のインセンティ  

プが乏しく、医療機関は恒常的に赤字での診療を余儀なくされており、医療機関内  

での不採算部門としての閉鎖など、診療内容に影響が出る懸念がある。  

（イ）長期生存者のフォローアップ  

がんの治療成凍の向上に伴い、長期生存者が増加しているが、そのフォローアップ  

に伴う医療機関へのインセンチイブが乏しく、特に小児がんの長期生存者について  

は、小児がん専門施設・診療科や成人の診療科でのフォローアップが不足している。  

（ウ）リンパ浮腫  
Ⅷ州 

サシこ花序膝持寄管蚕櫛た蔭ら元∴  

また入院治療に限られているが、他の悪性腫瘍に対する治療や放射線治療によって、  

リンパ節が切除またはリンパ管が細くなって発症する患者や、外来治療中に発症す  

る患者も多く、リンパ浮腫の病態や治療に即した対応となっていない。  

（2）愉点  

（ア）小児がんと稀少がん  

小児がん専門施設・診療科や都道府県拠点病院などにおいては、小児がんや診断の  

困難な稀少がん（例：褐色細胞腫、成人丁細胞白血病）の診断・治療、当該医療機  

関や診療科での診断、調剤に要する手間、子どものための遮戯スペースなどを設置  

している場合に対して、さらなる加算をしてはどうか。  

（イ）長期生存者のフォローアップ  

がんの長期生存者に対するメンタルケアなど、積極的にフォローアップを行ってい   

（2「嗣「  

（ア）たばこ依存への治療と禁煙対策  

ニコチン依存症管理料については、禁煙指導・禁煙対策においてこれまで成果が上  

がっているため、今後更なる充実・強化をしてはどうか。また、敷地内禁煙を実施  

していない医療機日副こおいては、全ての診療報酬を減算するなどの新しい考え方を  

検討してはどうか。   

個別分野9 がんの阜期発見（がん検診ト   

（1）現状と課題  

本分野については、主に補助金、科研費、制度面などにて対応すべき分野と考えられる  

ため、診療報酬での対応策については割愛する。  



ることを診療報酬で評価するとともに、特に小児がんについては、小児がん登録に   

協力している医療機関や成人の診療科での小児がんのフォローアップに対して加   

算するなど、新しい考え方を取り入れてはどうか。  

（ウ）リンパ浮腫   

リンパ浮腫指導管理料について、子宮、前立腺、乳腺など一部の悪性腫瘍や治療に   

対して入院中1回の算定に限られているが、対象疾患を悪性腫瘍全般に拡大し、放   

射線治療後の患者にも適用するなど、対象疾患と算定回数を拡大するとともに、外   

来においても評価してはどうか。  
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中底協 診－・4  

21．12．11  

申渡協 診－4  

2l．12． 4  

在宅医療の宿題  訪問看護の宿題  

平成20年度診療報酬改定にて新設した在宅患者連携指導料、在宅患者  

緊急時カンファレンス料の評価はどうか。  （11月2日 北村委員）  訪問着護ステーションからの訪問看護が、過3回以内と回数制限を設けて  

卿や1利用者への訪問看護ステーション数が制限されている理由に  
ついて確認したい。  （11月11日 勝村委員）  COlO在宅患者連携指導料 900点（月1回）  

医師等が、在宅での療養を行っている患者に対して、当該患者の診療   

等を担う機関（歯科診療所等、保険薬局、訪問看護ステーション）の医療   

関係職種間で診療情報を共有し、療養上必要な指導及び助言を患者又   

は家族に行った場合の評価  

CO‖在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点（月2回）  

患者の急変等に際し、主治医等が患家を訪問し、関係する医療従事   

者（歯科医師等、薬剤師、看護師等又は介護支援専門員）と共同で一堂   

に会しカンファレンスを開催し、診療方針等について話し合いを行い、患   

者に指導を行った場合の評価  

算定状況（平成20年度社会医療診療行為別調査）  

」・卿由  

○ 訪問看護療養費の制度が創設された当時より、訪問看護の算定は  

週3日を限度としていた。これは、実際に提供されている訪問看護の実  

態から想定して必要日数を見込み、週3日としたところである。  

○ また、末期の悪性腫癌や人工呼吸器を使用している状態等にある  

利用者及び急性増悪等により週4日以上の頻回な訪問看護が必要と  

された利用者（1月に14日間（状態によっては最長28日間）に限る）に  

対しては訪問看護の算定日数制限を設けていない。（宿題資料1）   

【参考】訪問看護ステーションの利用者1人あたりの1ケ月の平均訪問回  

数は約6回となっている。（宿題資料2）  
平成20年  

実施件数  算定回数   

在藍凰畳遵＿携指導▼料  603  6Q，3  

在宅患者緊急時等カンファレンス料   50   50   

（参考）  

在宅患者訪問診療科（在宅療養中患者）   191，147  ’413，979   

在宅患者訪問診療科（居住系施設入居者等）   80，047  195，813   

往診料   132，623  249，913  

岬ション数が制限されている理由  

○ 医療保険における訪問看護については、在宅療養における看護の継   

続性及び一貫性を重視する視点から、一人の利用者に1つの訪問看  

護ステーションによる訪問看護を原則としている。ただし、算定日数制  

限のない末期の悪性腫瘍や人工呼吸器を使用している状態等にある  

利用者に対しては、2カ所の訪問看護ステーションからの訪問看護が  

実施できることとしている。  

C）   



医環1来院の訪問ゴ■穫の対象者  
宿題資料1  

11月11日  
診－4  

参考資料P4よ  

宿題資料2  

11月11日  

診－4、   
訪問看護ステーションの  

利用者1人あたりの  

総 数  0～39歳 40～64歳 65～69歳 70－79歳 旦o～89歳 90歳以上  不 詳  

■健康保険法等※■介護保険法  

※「健康保険法等」の利用者は、介護保険法の支払いがなく、老人保健法及びそれ以外の政府管掌健康保険等の医療保険、  
公費負担医療等の支払いがあった看であり、以下「医療保険」とする。   

○ 医療保険の訪問看護のほうがいずれの年齢区分においても訪問  

回数が多い。  
2  

出典：平成19年 介護サ」ビス施設・事業所調査   




